
令和４年８月

狛江市議会第３回定例会提出議案

東京都狛江市



提 出 議 案

㌻

１ 議案第26号 令和４年度狛江市一般会計補正予算（第２号） -4-

２ 議案第27号 令和４年度狛江市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） -31-

３ 議案第28号 令和４年度狛江市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） -40-

４ 議案第29号 令和４年度狛江市介護保険特別会計補正予算（第１号） -49-

５ 議案第30号 令和４年度狛江市駐車場事業特別会計補正予算（第１号） -58-

６ 議案第31号 狛江市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正す

る条例 -68-

７ 議案第32号 狛江市地域センター・地区センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 -71-

８ 議案第33号 狛江市民ホール条例の一部を改正する条例 -73-

９ 議案第34号 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 -91-

10 議案第35号 狛江市税条例等の一部を改正する条例 -93-
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11 議案第36号 狛江市立公民館条例の一部を改正する条例 -106-

12 議案第37号 狛江市高校生等の医療費の助成に関する条例 -115-

13 議案第38号 狛江市廃棄物の再利用の促進及び処理に関する条例の一部を改正する条例 -120-

14 議案第39号 狛江市まちづくり条例の一部を改正する条例 -154-

15 議案第40号 狛江市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 -159-

16 認定第１号 令和３年度狛江市一般会計決算の認定について -164-

17 認定第２号 令和３年度狛江市国民健康保険特別会計決算の認定について -165-

18 認定第３号 令和３年度狛江市後期高齢者医療特別会計決算の認定について -166-

19 認定第４号 令和３年度狛江市介護保険特別会計決算の認定について -167-

20 認定第５号 令和３年度狛江市駐車場事業特別会計決算の認定について -168-

21 認定第６号 令和３年度狛江市下水道事業会計決算の認定について -169-
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議案第 26 号

令和４年度狛江市一般会計補正予算（第２号）

上記の議案を別紙のとおり提出する。

令和４年８月29日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

一般会計予算を補正する必要が生じたため。
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議案第 27 号

令和４年度狛江市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

上記の議案を別紙のとおり提出する。

令和４年８月29日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

国民健康保険特別会計予算を補正する必要が生じたため。
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議案第 28 号

令和４年度狛江市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

上記の議案を別紙のとおり提出する。

令和４年８月29日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

後期高齢者医療特別会計予算を補正する必要が生じたため。
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議案第 29 号

令和４年度狛江市介護保険特別会計補正予算（第１号）

上記の議案を別紙のとおり提出する。

令和４年８月29日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

介護保険特別会計予算を補正する必要が生じたため。
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議案第 30 号

令和４年度狛江市駐車場事業特別会計補正予算（第１号）

上記の議案を別紙のとおり提出する。

令和４年８月29日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

駐車場事業特別会計予算を補正する必要が生じたため。
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議案第 31 号

狛江市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和４年８月29日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例

狛江市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例（平成27年条例第19号）の一部を次のように改正

する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第６条関係） 別表第１（第６条関係）

実施

機関
事務

（略）

市長

狛江市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例

（平成19年条例第９号）による義務教育就学児の医療

費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長
狛江市高校生等の医療費の助成に関する条例（令和４

年条例第 号）による高校生等の医療費の助成に関

実施

機関
事務

（略）

市長

狛江市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例

（平成19年条例第９号）による義務教育就学児の医療

費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

狛江市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

（平成元年条例第33号）によるひとり親家庭等の医療

費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
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改 正 後 改 正 前

別表第２（第６条関係） 別表第２（第６条関係）

する事務であって規則で定めるもの

市長

狛江市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

（平成元年条例第33号）によるひとり親家庭等の医療

費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

（略）

（略）

実施

機関
事務 特定個人情報

（略）

市長

狛江市義務教育就学児の医

療費の助成に関する条例に

よる義務教育就学児の医療

費の助成に関する事務であ

って規則で定めるもの

地方税関係情報であって

規則で定めるもの

市長

狛江市高校生等の医療費の

助成に関する条例による高

校生等の医療費の助成に関

する事務であって規則で定

めるもの

地方税関係情報であって

規則で定めるもの

市長
狛江市ひとり親家庭等の医

療費の助成に関する条例に

地方税関係情報であって

規則で定めるもの

実施

機関
事務 特定個人情報

（略）

市長

狛江市義務教育就学児の医

療費の助成に関する条例に

よる義務教育就学児の医療

費の助成に関する事務であ

って規則で定めるもの

地方税関係情報であって

規則で定めるもの

市長

狛江市ひとり親家庭等の医

療費の助成に関する条例に

よるひとり親家庭等の医療

費の助成に関する事務であ

って規則で定めるもの

地方税関係情報であって

規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報で

あって規則で定めるもの

（略）
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改 正 後 改 正 前

よるひとり親家庭等の医療

費の助成に関する事務であ

って規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報で

あって規則で定めるもの

（略）

付 則

１ この条例は，令和５年４月１日から施行する。

２ 狛江市高校生等の医療費の助成に関する条例による高校生等の医療費の助成に関する事務に関し，行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第９条第２項及び第19条第９号に基づく準備行為については，

この条例の施行前においてもすることができる。

提案理由

高校生等に係る医療費の一部を助成する事務について、特定個人情報の独自利用等が必要となることに伴う所要の改正を行うため。
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議案第 32 号

狛江市地域センター・地区センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和４年８月29日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市地域センター・地区センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

狛江市地域センター・地区センターの設置及び管理に関する条例（昭和51年条例第９号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（使用料） （使用料）

第４条 地域センターの施設の各室の使用料は，別表第２，地区

センターの施設の各室の使用料は，別表第３のとおりとし，施

設の付属設備及び備品（以下「付属設備等」という。）の使用

料は，規則で別に定める。

第４条 地域センターの施設の各室の使用料は，別表第２，地区

センターの施設の各室の使用料は，別表第３のとおりとし，施

設の付属設備及び備品（以下「付属設備等」という。）の使用

料は，別表第４のとおりとする。

２ （略） ２ （略）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 別表第４（第４条関係）

施設名 付属設備及び備

品の名称

単位 使用料

（円）

野川地域

センター
陶芸窯

素焼 １回 600

本焼 １回 800
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改 正 後 改 正 前

岩戸地域

センター
陶芸窯

素焼 １回 800

本焼 １回 1,000

付 則

この条例は，令和４年12月１日から施行し，この条例による改正後の狛江市地域センター・地区センターの設置及び管理に関する

条例の規定は，令和４年12月１日以降の申込みに係る使用料について適用する。

提案理由

地域センター・地区センターの設備、備品を適切に整備及び更新し利用者の利便性の向上を図ることを目的に規則に委任すること

に伴う所要の改正を行うため。
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議案第 33 号

狛江市民ホール条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和４年８月29日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市民ホール条例の一部を改正する条例

狛江市民ホール条例（平成７年条例第15号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（使用料） （使用料）

第７条 市民ホールの使用料は，別表に定めるとおりとし，使用

の承認の際に納入しなければならない。

第７条 市民ホールの使用料は，別表第１に定めるとおりとし，

使用の承認の際に納入しなければならない。

２ 付属設備等の使用料は，規則で別に定める。 ２ 付属設備等の使用料は，別表第２に定めるとおりとする。

別表（第７条関係） 別表第１（第７条関係）

施設の利用料 施設の利用料

１ 基本使用料 １ 基本使用料

区分 午前

９時～

12時

午後

１時～

５時

夜間

６時～

10時

全日

午前

午後

９時～

10時

区分 午前

９時～

12時

午後

１時～

５時

夜間

６時～

10時

全日

午前

午後

９時～

10時
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改 正 後 改 正 前

２ 割増等使用料 ２ 割増等使用料

（略）

楽屋(４) 300 500 700 1,500

（略）

（略）

楽屋(４) （和室） 300 500 700 1,500

（略）

(１) 使用者が入場料又はこれに類するもの（以下「入場料

等」という。）を徴収する場合の使用料は，基本使用料に次

の割合を乗じて得た額を加算する。

１人当たりの入場料等の最高額が

ア 1,000円を超え，2,000円以下であるときは，20パーセント

イ 2,000円を超え，3,000円以下であるときは，40パーセント

ウ 3,000円を超え，4,000円以下であるときは，60パーセント

エ 4,000円を超え，5,000円以下であるときは，80パーセント

オ 5,000円を超えるときは，100パーセント

(２) 使用者が物品販売等営業を目的として使用する場合の使

用料は，基本使用料に100パーセントの割合を乗じて得た額

を加算する。

(３) 公演日以外に，練習等で，ホールの舞台面のみを使用す

る場合の使用料は，基本使用料の50パーセントの額とする。

(４) 使用時間の超過は，管理上支障がない場合に限り承認

し，その使用料は，１時間（１時間に満たない場合は，１時

間とする。）につき，使用の承認をした区分の基本使用料の

(１) 使用者が入場料又はこれに類するもの（以下「入場料

等」という。）を徴収する場合の使用料は，基本使用料に次

の割合を乗じて得た額を加算する。

１人当たりの入場料等の最高額が

ア 1,000円を超え，2,000円以下であるときは，20パーセント

イ 2,000円を超え，3,000円以下であるときは，40パーセント

ウ 3,000円を超え，4,000円以下であるときは，60パーセント

エ 4,000円を超え，5,000円以下であるときは，80パーセント

オ 5,000円を超えるときは，100パーセント

(２) 使用者が次に掲げる用途で使用する場合の使用料は，基

本使用料に次の割合を乗じて得た額を加算する。

ア テレビの公開放映及び公開録画のときは，50パーセント

イ ラジオの公開放送及び公開録音のときは，50パーセント

ウ 物品販売等営業を目的とする行為のときは，100パーセン

ト

(３) 公演日以外に，練習等で，ホールの舞台面のみを使用す

る場合の使用料は，基本使用料の50パーセントの額とする。

(４) 使用時間の超過は，管理上支障がない場合に限り承認

し，その使用料は，１時間（１時間に満たない場合は，１時

間とする。）につき，使用の承認をした区分の基本使用料の
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改 正 後 改 正 前

備考 備考

１ 休日とは，日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年

法律第178号）に規定する休日をいう。

１ 休日とは，日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年

法律第178号）に規定する休日をいう。

２ 使用時間には，準備及び原状回復の時間を含むものとす

る。

２ 使用時間には，準備及び原状回復の時間を含むものとす

る。

３ 午前と午後，午後と夜間を引き続き使用する場合の中間時

間については，使用料を徴収しない。

３ 午前と午後，午後と夜間を引き続き使用する場合の中間時

間については，使用料を徴収しない。

４ ２日以上連続して使用する場合の閉館中の時間について

は，使用料を徴収しない。

４ ２日以上連続して使用する場合の閉館中の時間について

は，使用料を徴収しない。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 別表第２（第７条関係）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 付属設備等の使用料

＿＿＿＿＿＿ （単位 円）

30パーセントの額とする。ただし，全日使用の場合の超過は

夜間区分の基本使用料の30パーセントの額とする。

30パーセントの額とする。ただし，全日使用の場合の超過は

夜間区分の基本使用料の30パーセントの額とする。

分

類

附属設備・器

具名

単

位

ホール リ ハ

ー サ

ル 室

等

展示

室

備考

舞

台

設

備

ピアノ（スタ

インウェイ）

１

台

10,000 調律料

を除く

ピアノ（ヤマ

ハ）

１

台

5,000 〃

ピアノ １ 1,000 〃
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改 正 後 改 正 前

台

演台（花台・

脇台）

１

式

1,000 1,000

司会者台 １

台

500 500

プログラムス

タンド

１

台

100 100

式次第兼用黒

板

１

台

100 100

国旗・市旗 １

枚

100

机 １

脚

100 100 100

椅子（折りた

たみ）

１

脚

100 100 100

指揮者台 １

台

300

譜面台 １

台

100
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改 正 後 改 正 前

チェロ奏者椅

子

１

脚

1,000

コントラバス

用椅子

１

脚

200 指揮者

用兼ね

る

演奏者用椅子 １

脚

150

金屏風 １

双

1,000

鳥の子屏風 １

双

1,000

平台 １

台

200

箱足・高足・

中足・木台

１

台

50

所作台 １

式

5,000

架設花道 １

式

1,000

松羽目 １ 1,500
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改 正 後 改 正 前

式

鳥屋囲い １

式

1,000

緋毛せん １

枚

200

長布団 １

枚

200

上敷き １

枚

200

人形立て １

台

50

姿見 １

台

200

地絣り（グレ

ー）

１

枚

1,000

幕類（紗幕・

紅白幕・浅黄

幕）

１

枚

1,000

定式幕 １

枚

1,000
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改 正 後 改 正 前

バレー用シー

ト

１

枚

1,000

高座用座布団 １

枚

200

賞状盆 １

台

500 500

ホワイトボー

ド

１

台

100 100 100

大太鼓 １

式

1,000

ロコス1600 １

台

1,500 オイル

を除く

音

響

設

備

音響反射板 １

式

7,000

残響付加装置

（リバーブ）

１

台

1,000

ステージスピ

ーカー

１

台

1,000

マイクロホン
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改 正 後 改 正 前

ダイナミック １

本

1,000

コンデンサー １

本

1,000

ワイヤレス １

本

1,000

三点吊りマイ

ク装置

１

式

1,500 マイク

ロフォ

ン別

マイクロホン

スタンド

１

本

100 100

カセットテー

プレコーダー

１

台

1,000

デジタルオー

ディオテープ

レコーダー

１

台

1,000

オープンテー

プレコーダー

１

台

1,500

ＣＤプレーヤ

ー

１

台

1,000
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改 正 後 改 正 前

音響・拡声装

置

１

式

5,000 2,500 ホール

―調整

卓・マ

イク

プロセ

ニアム

ＳＰ

サイド

ＳＰ

ＦＢＳ

Ｐ

展示室

―アン

プ・ス

ピーカ

ー

マイク

ロフォ

ン

ＣＤプ

レイヤ

ー
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改 正 後 改 正 前

テープ

レコー

ダー

カラオケ（各

種ソフトを除

く）

１

式

5,000

照

明

設

備

Ａセット照明 １

式

5,700 セット

内容は

備考６

Ｂセット照明 １

式

6,500 〃

Ｃセット照明 １

式

12,800 〃

Ｄセット照明 １

式

26,800 〃

ボーダーライ

ト

200Ｗ

１

列

2,000 72灯

フットライト

（ ス ト リ ッ

プ）60Ｗ

１

列

600 12灯
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改 正 後 改 正 前

アッパーホリ

ゾントライト

300Ｗ

１

列

2,000 56灯

ロアーホリゾ

ントライト300

Ｗ

１

列

2,000 ８灯

スポットライ

ト

凸レンズ １

ＫＷ

１

台

300

フレネル １

ＫＷ

１

台

300

凸 レ ン ズ

500Ｗ

１

台

200

フ レ ネ ル

500Ｗ

１

台

200

エリプソイダ

ルスポットラ

イト １ＫＷ

１

台

300

パ ー ラ イ ト

１ＫＷ

１

台

300
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改 正 後 改 正 前

エフェクトス

ポットライト

１ＫＷ

１

台

300

サスペンショ

ンスポットラ

イト １ＫＷ

１

台

300

フロントサイ

ドスポットラ

イト１ＫＷ

１

台

300

プロセニアム

スポットライ

ト １ＫＷ

１

台

300

トーメンタル

スポットライ

ト １ＫＷ

１

台

300

フットスポッ

トライト 500

Ｗ

１

台

200

エフェクトマ

シン

１

台

1,000 先玉・

種板付

き
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改 正 後 改 正 前

センタレスダ

ブルマシン

１

台

1,000

リップルマシ

ン

１

台

1,000

波 マ シ ー ン

１ＫＷ

１

台

300

ミラーボール

300￠

１

台

1,000

ストロボスコ

ープ 250Ｗ

１

台

1,000

オーロラマシ

ン 500Ｗ

１

台

1,000

シーリングス

ポットライト

1.5ＫＷ

１

台

400

センターピン

スポットライ

ト ２ＫＷ

１

台

2,000 クセノ

ン

ＩＴＯライト

650Ｗ

１

台

200
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改 正 後 改 正 前

ソウスフォー

650Ｗ

１

台

200

そ

の

他

ＯＨＰ １

台

1,000 1,000

映写機

スライド １

式

1,000

16㎜ １

式

5,000

35㎜ １

式

10,000

スクリーン １

式

2,000

展示用パネル １

枚

300 スタン

ド付

〃

用ライト

１

式

2,000

持込器具使用

電源

１

ｋ

Ｗ

200 １ＫＷ

未満の

端数は
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改 正 後 改 正 前

＿＿ 備考

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿

１ 付属設備等の使用料は，使用当日までに納入しなければな

らない。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 付属設備等の使用料は，午前，午後，夜間それぞれの区分

を一単位として徴収する。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３ 使用時間の超過は，１時間（１時間に満たない場合は１時

間とする。）につき当該使用料の30％の額とする。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４ 午前と午後，午後と夜間，又は全日を引き続き使用する場

合の中間時間については，使用料を徴収しない。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５ ２日以上連続して使用する場合の閉館中の時間について

は，使用料を徴収しない。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ６ 照明設備の内訳は次のとおりとする。

切り上

げ

Ａセッ

ト
調光操作卓 １式

第１ボーダーライト（８回路） 200Ｗ×

72灯

１列

第２ボーダーライト（８回路） 200Ｗ×

72灯

１列

フロントサイドスポットライト 1.0ＫＷ

ハロゲン８インチ

６台
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改 正 後 改 正 前

シーリング スポットライト 1.5ＫＷ

ハロゲン８インチ

14台

Ｂセッ

ト
調光操作卓 １式

天井反射板ライト 300Ｗハロ

ゲンダウンライト

38台

フロントサイドスポットライト 1.0ＫＷハ

ロゲン８インチ

12台

シーリング スポットライト 1.5ＫＷハ

ロゲン８インチ

14台

プロセニアムスポットライト 1.0ＫＷハ

ロゲン８インチ

６台

Ｃセッ

ト
調光操作卓 １式

第１ボーダーライト（８回路） 200Ｗ×72

灯

１列

第２ボーダーライト（８回路） 200Ｗ×72

灯

１列
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改 正 後 改 正 前

サスペンションスポットライト 1.0ＫＷハ

ロゲン８インチ

28台

アッパーホリゾントライト 300Ｗハロ

ゲンフラット

１列

フロントサイドスポットライト 1.0ＫＷハ

ロゲン８インチ

12台

シーリング スポットライト 1.5ＫＷハ

ロゲン８インチ

14台

ロアーホリゾントライト 300Ｗハロ

ゲン８インチ×８灯

１列

Ｄセッ

ト
調光操作卓 １式

第１ボーダーライト（８回路） 200Ｗ×72

灯

１列

第２ボーダーライト（８回路） 200Ｗ×72

灯

１列

アッパーホリゾントライト 300Ｗハロ

ゲンフラット

１列

サスペンションスポットライト 1.0ＫＷハ 56台
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改 正 後 改 正 前

ロゲン８インチ

フロントサイドスポットライト 1.0ＫＷハ

ロゲン８インチ

24台

シーリング スポットライト 1.5ＫＷハ

ロゲン８インチ

20台

ロアーホリゾントライト 300Ｗハロ

ゲン８インチ×８灯

１列

プロセニアムスポットライト 1.0ＫＷハ

ロゲン８インチ

12台

トーメンタルスポットライト 1.0ＫＷハ

ロゲン８インチ

８台

センターピンスポットライト 2.0ＫＷク

セノン

２台

フットライト 60Ｗ 12

灯

８台

付 則

この条例は，令和４年12月１日から施行し，この条例による改正後の狛江市民ホール条例の規定は，令和４年12月１日以降の申込

みに係る使用料について適用する。

提案理由

市民ホールの設備、備品を適切に整備及び更新し利用者の利便性の向上を図ることを目的に規則に委任することに伴う所要の改正

を行うため。
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議案第 34 号

非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和４年８月29日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和34年条例第14号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

報酬額表

（単位：円）

職名 区分 報酬額

（略）

人権尊重推進会議 会長 日額 12,300

委員 日額 9,200

学校運営協議会委員 日額 1,000

報酬額表

（単位：円）

職名 区分 報酬額

（略）

人権尊重推進会議 会長 日額 12,300

委員 日額 9,200

地方自治法（昭和22

年法律第67号）第138

会長又は委員

長

日額 12,300
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改 正 後 改 正 前

地方自治法（昭和22

年法律第67号）第138

条の４第３項の規定

に基づいて設置され

た附属機関の委員及

びその他法令の規定

に基づいて設置され

た機関の構成員でこ

の表中他の各項に該

当しないもの（別に

規定のある場合を除

く。）

会長又は委員

長

日額 12,300

委員 日額 9,200

（略）

条の４第３項の規定

に基づいて設置され

た附属機関の委員及

びその他法令の規定

に基づいて設置され

た機関の構成員でこ

の表中他の各項に該

当しないもの（別に

規定のある場合を除

く。）

委員 日額 9,200

（略）

付 則

この条例は，公布の日から施行する。

提案理由

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第47条の５の規定に基づく学校運営協議会委員を非常勤特別

職とする所要の改正を行うため。
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議案第 35 号

狛江市税条例等の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和４年８月29日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市税条例等の一部を改正する条例

（狛江市条例の一部改正）

第１条 狛江市税条例（平成３年条例第５号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（納税証明書の交付手数料） （納税証明書の交付手数料）

第18条の４ 法第20条の10の証明書（以下本条において「納税証

明書」という。）の交付（法第382条の４に規定する当該証明

書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）を請

求する者は，手数料を納付しなければならない。

第18条の４ 法第20条の10の証明書（以下本条において「納税証

明書」という。）の交付を請求する者は，手数料を納付しなけ

ればならない。

２ （略） ２ （略）

（所得割の課税標準） （所得割の課税標準）

第33条 （略） 第33条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 前項の規定は，前年分の所得税に係る第36条の３第１項に規

定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項

その他施行規則に定める事項の記載があるときは，当該特定配

当等に係る所得の金額については，適用しない。

４ 前項の規定は，特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の４

月１日の属する年度分の特定配当等申告書（市民税の納税通知

書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。

以下この項において同じ。）に特定配当等に係る所得の明細に
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改 正 後 改 正 前

関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるとき（特

定配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理

由があると市長が認めるときを含む。）は，当該特定配当等に

係る所得の金額については，適用しない。ただし，第１号に掲

げる申告書及び第２号に掲げる申告書がいずれも提出された場

合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘

案して，この項の規定を適用しないことが適当であると市長が

認めるときは，この限りでない。

(１) 第36条の２第１項の規定による申告書

(２) 第36条の３第１項に規定する確定申告書（同項の規定に

より前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合

における当該確定申告書に限る。）

５ （略） ５ （略）

６ 前項の規定は，前年分の所得税に係る第36条の３第１項に規

定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細

に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるとき

は，当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額について

は，適用しない。

６ 前項の規定は，特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた

年の翌年の４月１日の属する年度分の特定株式等譲渡所得金額

申告書（市民税の納税通知書が送達される時までに提出された

次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。）に特定

株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行

規則に定める事項の記載があるとき（特定株式等譲渡所得金額

申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由がある

と市長が認めるときを含む。）は，当該特定株式等譲渡所得金

額に係る所得の金額については，適用しない。ただし，第１号

に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書がいずれも提出され

た場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情

を勘案して，この項の規定を適用しないことが適当であると市

長が認めるときは，この限りでない。

(１) 第36条の２第１項の規定による申告書
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改 正 後 改 正 前

(２) 第36条の３第１項に規定する確定申告書（同項の規定に

より前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合

における当該確定申告書に限る。）

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除）

第34条の９ 所得割の納税義務者が，第33条第４項に規定する確

定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎

となった特定配当等の額について法第２章第１節第５款の規定

により配当割額を課された場合又は同条第６項に規定する確定

申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の

計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額について同節第６

款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には，当該

配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に５分の３を乗じて得た

金額を，第34条の３及び前３条の規定を適用した場合の所得割

の額から控除する。

第34条の９ 所得割の納税義務者が，第33条第４項に規定する特

定配当等申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算

の基礎となった特定配当等の額について法第２章第１節第５款

の規定により配当割額を課された場合又は同条第６項に規定す

る特定株式等譲渡所得金額申告書に記載した特定株式等譲渡所

得金額に係る所得の金額の計算の基礎となった特定株式等譲渡

所得金額について同節第６款の規定により株式等譲渡所得割額

を課された場合には，当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割

額に５分の３を乗じて得た金額を，第34条の３及び前３条の規

定を適用した場合の所得割の額から控除する。

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から

控除することができなかった金額があるときは，当該控除する

ことができなかった金額は，令第48条の９の３から第48条の９

の６までに定めるところにより，同項の納税義務者に対しその

控除することができなかった金額を還付し，又は当該納税義務

者の同項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分

の個人の都民税若しくは市民税に充当し，若しくは当該納税義

務者の未納に係る徴収金に充当する。

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から

控除することができなかった金額があるときは，当該控除する

ことができなかった金額は，令第48条の９の３から第48条の９

の６までに定めるところにより，同項の納税義務者に対しその

控除することができなかった金額を還付し，又は当該納税義務

者の同項の申告書に係る年度分の個人の都民税若しくは市民税

に充当し，若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当

する。

３ （略） ３ （略）

（市民税の申告） （市民税の申告）

第36条の２ 第23条第１項第１号に掲げる者は，３月15日まで

に，施行規則第５号の４様式（別表）による申告書を市長に提

出しなければならない。ただし，法第317条の６第１項又は第

第36条の２ 第23条第１項第１号に掲げる者は，３月15日まで

に，施行規則第５号の４様式（別表）による申告書を市長に提

出しなければならない。ただし，法第317条の６第１項又は第
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４項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を

提出する義務がある者から１月１日現在において給与又は公的

年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の

所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの

（公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保

険料控除額（令第48条の９の７に規定するものを除く。），小

規模企業共済等掛金控除額，生命保険料控除額，地震保険料控

除額，勤労学生控除額，配偶者特別控除額（所得割の納税義務

者（前年の合計所得金額が900万円以下であるものに限る。）

の法第314条の２第１項第10号の２に規定する自己と生計を一

にする配偶者（前年の合計所得金額が95万円以下であるものに

限る。）で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除

く。）若しくは法第314条の２第４項に規定する扶養控除額の

控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控

除，法第313条第８項に規定する純損失の金額の控除，同条第

９項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第

34条の７第１項及び第２項の規定により控除すべき金額（以下

この条において「寄附金税額控除額」という。）の控除を受け

ようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外

の所得を有しなかった者」という。）及び第24条第２項に規定

する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の(２)に掲げる

者を除く。）については，この限りでない。

４項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を

提出する義務がある者から１月１日現在において給与又は公的

年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の

所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの

（公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保

険料控除額（令第48条の９の７に規定するものを除く。），小

規模企業共済等掛金控除額，生命保険料控除額，地震保険料控

除額，勤労学生控除額，配偶者特別控除額（所得税法第２条第

１項第33号の４に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除

く。）若しくは法第314条の２第４項に規定する扶養控除額の

控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控

除，法第313条第８項に規定する純損失の金額の控除，同条第

９項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第

34条の７第１項及び第２項の規定により控除すべき金額（以下

この条において「寄附金税額控除額」という。）の控除を受け

ようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外

の所得を有しなかった者」という。）及び第24条第２項に規定

する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の(２)に掲げる

者を除く。）については，この限りでない。

２ 前項の規定により申告書を市長に提出すべき者のうち，前年

の合計所得金額が基礎控除額，配偶者控除額及び扶養控除額の

合計額以下である者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄に

掲げる者を除く。）が提出すべき申告書の様式は，施行規則第

２条第３項ただし書の規定により，市長の定める様式による。

２ 前項の規定により申告書を市長に提出すべき者のうち，前年

の合計所得金額が基礎控除額，配偶者控除額及び扶養控除額の

合計額以下である者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄に

掲げる者を除く。）が提出すべき申告書の様式は，施行規則第

２条第４項ただし書の規定により，市長の定める様式による。
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３～９ （略） ３～９ （略）

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書）

第36条の３の２ 所得税法第194条第１項の規定により同項に規

定する申告書を提出しなければならない者（以下この条におい

て「給与所得者」という。）で市内に住所を有するものは，当

該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払

者（以下この条において「給与支払者」という。）から毎年最

初に給与の支払を受ける日の前日までに，施行規則で定めると

ころにより，次に掲げる事項を記載した申告書を，当該給与支

払者を経由して，市長に提出しなければならない。

第36条の３の２ 所得税法第194条第１項の規定により同項に規

定する申告書を提出しなければならない者（以下この条におい

て「給与所得者」という。）で市内に住所を有するものは，当

該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払

者（以下この条において「給与支払者」という。）から毎年最

初に給与の支払を受ける日の前日までに，施行規則で定めると

ころにより，次に掲げる事項を記載した申告書を，当該給与支

払者を経由して，市長に提出しなければならない。

(１) （略） (１) （略）

(２) 所得割の納税義務者（合計所得金額が1,000万円以下で

あるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第

313条第３項に規定する青色事業専従者に該当するもので同

項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第４項に規定

する事業専従者に該当するものを除き，合計所得金額が133

万円以下であるものに限る。次条第１項において同じ。）の

氏名

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_

(３)・(４) （略） (２)・(３) （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書）

第36条の３の３ 所得税法第203条の６第１項の規定により同項

に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地

において同項に規定する公的年金等（所得税法第203条の７の

規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年

金等」という。）の支払を受ける者であって，特定配偶者（所

得割の納税義務者（合計所得金額が900万円以下であるものに

第36条の３の３ 所得税法第203条の６第１項の規定により同項

に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地

において同項に規定する公的年金等（所得税法第203条の７の

規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年

金等」という。）の支払を受ける者であって，扶養親族（控除

対象扶養親族を除く。）を有する者（以下この条において「公
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限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職手当等（第53条

の２に規定する退職手当等に限る。以下この項において同

じ。）に係る所得を有する者であって，合計所得金額が95万円

以下であるものに限る。）をいう。第２号において同じ。）又

は扶養親族（控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得

を有しない者を除く。）を有する者（以下この条において「公

的年金等受給者」という。）で市内に住所を有するものは，当

該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の６第１項

に規定する公的年金等の支払者（以下この条において「公的年

金等支払者」という。）から毎年最初に公的年金等の支払を受

ける日の前日までに，施行規則で定めるところにより，次に掲

げる事項を記載した申告書を，当該公的年金等支払者を経由し

て，市長に提出しなければならない。

的年金等受給者」という。）で市内に住所を有するものは，当

該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の６第１項

に規定する公的年金等の支払者（以下この条において「公的年

金等支払者」という。）から毎年最初に公的年金等の支払を受

ける日の前日までに，施行規則で定めるところにより，次に掲

げる事項を記載した申告書を，当該公的年金等支払者を経由し

て，市長に提出しなければならない。

(１) （略） (１) （略）

(２) 特定配偶者の氏名 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿

(３)・(４) （略） (２)・(３) （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

（特別徴収税額の納入の義務等） （特別徴収税額の納入の義務等）

第53条の７ 前条の特別徴収義務者は，退職手当等の支払をする

際，その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し，

その徴収の日の属する月の翌月の10日までに，施行規則第５号

の８様式又は施行規則第２条第３項ただし書の規定により総務

大臣が定めた様式による納入申告書を市長に提出し，及びその

納入金を市に納入しなければならない。

第53条の７ 前条の特別徴収義務者は，退職手当等の支払をする

際，その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し，

その徴収の日の属する月の翌月の10日までに，施行規則第５号

の８様式又は施行規則第２条第４項ただし書の規定により総務

大臣が定めた様式による納入申告書を市長に提出し，及びその

納入金を市に納入しなければならない。

（固定資産課税台帳の閲覧の手数料） （固定資産課税台帳の閲覧の手数料）

第73条の２ 法第382条の２に規定する固定資産課税台帳（同条

第１項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）の閲

第73条の２ 法第382条の２に規定する固定資産課税台帳（同条

第１項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）を閲
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覧（法第382条の４に規定する固定資産課税台帳に住所に代わ

る事項の記載をしたものの閲覧を含む。）の手数料は，手数料

条例の定めるところによる。

覧する者は，手数料を納付しなければならない。

（固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数

料）

（固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数

料）

第73条の３ 法第382条の３に規定する固定資産課税台帳に記載

されている事項の証明書（同条ただし書の規定による措置を講

じたものを含む。）の交付（法第382条の４に規定する当該証

明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）の

手数料は，手数料条例の定めるところによる。

第73条の３ 法第382条の３に規定する固定資産課税台帳に記載

されている事項の証明書（同条ただし書の規定による措置を講

じたものを含む。）の交付手数料は，手数料条例の定めるとこ

ろによる。

付 則 付 則

第７条の３の２ 平成22年度から令和20年度までの各年度分の個

人の市民税に限り，所得割の納税義務者が前年分の所得税につ

き租税特別措置法第41条又は第41条の２の２の規定の適用を受

けた場合（居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年か

ら令和７年までの各年である場合に限る。）において，前条第

１項の規定の適用を受けないときは，法附則第５条の４の２第

５項（同条第７項の規定により読み替えて適用される場合を含

む。）に規定するところにより控除すべき額を，当該納税義務

者の第34条の３及び第34条の６の規定を適用した場合の所得割

の額から控除する。

２ （略）

第７条の３の２ 平成22年度から令和15年度までの各年度分の個

人の市民税に限り，所得割の納税義務者が前年分の所得税につ

き租税特別措置法第41条又は第41条の２の２の規定の適用を受

けた場合（居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年か

ら令和３年までの各年である場合に限る。）において，前条第

１項の規定の適用を受けないときは，法附則第５条の４の２第

５項（同条第７項の規定により読み替えて適用される場合を含

む。）に規定するところにより控除すべき額を，当該納税義務

者の第34条の３及び第34条の６の規定を適用した場合の所得割

の額から控除する。

２ （略）

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合）

第10条の２ （略） 第10条の２ （略）

２ 法附則第15条第２項第５号に規定する市の条例で定める割合

は，５分の４とする。

２ 法附則第15条第２項第５号に規定する市の条例で定める割合

は，４分の３とする。
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（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例） （上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例）

第16条の３ （略） 第16条の３ （略）

２ 前項の規定のうち，租税特別措置法第８条の４第２項に規定

する特定上場株式等の配当等（以下この項において「特定上場

株式等の配当等」という。）に係る配当所得に係る部分は，市

民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場

株式等の配当等に係る配当所得につき同条第１項の規定の適用

を受けた場合に限り適用する。

２ 前項の規定のうち，租税特別措置法第８条の４第２項に規定

する特定上場株式等の配当等（以下この項において「特定上場

株式等の配当等」という。）に係る配当所得に係る部分は，市

民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支

払を受けるべき年の翌年の４月１日の属する年度分の市民税に

ついて特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規

定の適用を受けようとする旨の記載のある第33条第４項に規定

する特定配当等申告書を提出した場合（次に掲げる場合を除

く。）に限り適用するものとし，市民税の所得割の納税義務者

が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配

当所得について同条第１項及び第２項並びに第34条の３の規定

の適用を受けた場合には，当該納税義務者が前年中に支払を受

けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得につい

て，前項の規定は，適用しない。

(１) 第33条第４項ただし書の規定の適用がある場合

(２) 第33条第４項第１号に掲げる申告書及び同項第２号に掲

げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告

書に記載された事項その他の事情を勘案して，前項の規定を

適用しないことが適当であると市長が認めるとき。

３ （略） ３ （略）

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲

渡所得に係る市民税の課税の特例）

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲

渡所得に係る市民税の課税の特例）

第17条の２ （略） 第17条の２ （略）

２ （略） ２ （略）

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合におい３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合におい
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て，所得割の納税義務者が，その有する土地等につき，租税特

別措置法第33条から第33条の４まで，第34条から第35条の３ま

で，第36条の２，第36条の５，第37条，第37条の４から第37条

の６まで又は第37条の８の規定の適用を受けるときは，当該土

地等の譲渡は，第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡又

は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当

しないものとみなす。

て，所得割の納税義務者が，その有する土地等につき，租税特

別措置法第33条から第33条の４まで，第34条から第35条の３ま

で，第36条の２，第36条の５，第37条，第37条の４から第37条

の６まで，第37条の８又は第37条の９の規定の適用を受けると

きは，当該土地等の譲渡は，第１項に規定する優良住宅地等の

ための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のため

の譲渡に該当しないものとみなす。

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課

税の特例）

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課

税の特例）

第20条の２ （略） 第20条の２ （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 前項後段の規定は，特例適用配当等に係る所得が生じた年分

の所得税に係る第36条の３第１項に規定する確定申告書に前項

後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限

り，適用する。

４ 前項後段の規定は，特例適用配当等に係る所得が生じた年の

翌年の４月１日の属する年度分の特例適用配当等申告書（市民

税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申

告書をいう。以下この項において同じ。）に前項後段の規定の

適用を受けようとする旨の記載があるとき（特例適用配当等申

告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると

市長が認めるときを含む。）に限り，適用する。ただし，第１

号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書がいずれも提出さ

れた場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事

情を勘案して，同項後段の規定を適用しないことが適当である

と市長が認めるときは，この限りでない。

(１) 第36条の２第１項の規定による申告書

(２) 第36条の３第１項に規定する確定申告書（同項の規定に

より前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合

における当該確定申告書に限る。）

５ （略） ５ （略）
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改 正 後 改 正 前

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課

税の特例）

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課

税の特例）

第20条の３ （略） 第20条の３ （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 前項後段の規定は，条約適用配当等に係る所得が生じた年分

の所得税に係る第36条の３第１項に規定する確定申告書に前項

後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限

り，適用する。

４ 前項後段の規定は，条約適用配当等に係る所得が生じた年の

翌年の４月１日の属する年度分の条約適用配当等申告書（市民

税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申

告書をいう。以下この項において同じ。）に前項後段の規定の

適用を受けようとする旨の記載があるとき（条約適用配当等申

告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると

市長が認めるときを含む。）に限り，適用する。ただし，第１

号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書がいずれも提出さ

れた場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事

情を勘案して，同項後段の規定を適用しないことが適当である

と市長が認めるときは，この限りでない。

(１) 第36条の２第１項の規定による申告書

(２) 第36条の３第１項に規定する確定申告書（同項の規定に

より前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合

における当該確定申告書に限る。）

５ （略） ５ （略）

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の規定の適用が

ある場合（第３項後段の規定の適用がある場合を除く。）にお

ける第34条の９の規定の適用については，同条第１項中「又は

同条第６項」とあるのは「若しくは付則第20条の３第３項前段

に規定する条約適用配当等（以下「条約適用配当等」とい

う。）に係る所得が生じた年分の所得税に係るの同条第４項に

規定する確定申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の規定の適用が

ある場合（第３項後段の規定の適用がある場合を除く。）にお

ける第34条の９の規定の適用については，同条第１項中「又は

同条第６項」とあるのは「若しくは付則第20条の３第３項前段

に規定する条約適用配当等（以下「条約適用配当等」とい

う。）に係る所得が生じた年の翌年の４月１日の属する年度分

の同条第４項に規定する条約適用配当等申告書にこの項の規定
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改 正 後 改 正 前

及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載

がある場合であって，当該条約適用配当等に係る所得の金額の

計算の基礎となった条約適用配当等の額について租税条約等の

実施に伴う所得税法，法人税法及び地方税法の特例等に関する

法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」と

いう。）第３条の２の２第１項の規定及び法第２章第１節第５

款の規定により配当割額を課されたとき，又は第33条第６項」

と，同条第３項中「法第37条の４」とあるのは「租税条約等実

施特例法第３条の２の２第９項の規定により読み替えて適用さ

れる法第37条の４」とする。

の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得

の明細に関する事項の記載がある場合（条約適用配当等申告書

にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると

市長が認めるときを含む。）であって，当該条約適用配当等に

係る所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額につ

いて租税条約等の実施に伴う所得税法，法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約

等実施特例法」という。）第３条の２の２第１項の規定及び法

第２章第１節第５款の規定により配当割額を課されたとき，又

は第33条第６項」と，同条第３項中「法第37条の４」とあるの

は「租税条約等実施特例法第３条の２の２第９項の規定により

読み替えて適用される法第37条の４」とする。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控

除の特例）

第26条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナ

ウイルス感染症特例法第６条第４項の規定の適用を受けた場合

における付則第７条の３の２第１項の規定の適用については，

同項中「令和15年度」とあるのは，「令和16年度」とする。

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイ

ルス感染症特例法第６条の２第１項の規定の適用を受けた場合

における付則第７条の３の２第１項の規定の適用については，

同項中「令和15年度」とあるのは「令和17年度」と，「令和３

年」とあるのは「令和４年」とする。

（狛江市条例の一部を改正する条例の一部改正）

第２条 狛江市税条例の一部を改正する条例（令和３年条例第17号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前
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改 正 後 改 正 前

第１条 狛江市税条例（平成３年条例第５号）の一部を次のよう

に改正する。

第36条の３の３第１項中「扶養親族（」の次に「年齢16歳未満

の者又は」を加え，「有しないものを除く」を「有する者に限

る」に改める。

付 則

（市民税に関する経過措置）

第２条 （略）

２ 新条例第24条第２項，第32条第１号及び第36条の３の３第１

項並びに付則第５条第１項の規定は，令和６年度以後の年度分

の個人の市民税について適用し，令和５年度分までの個人の市

民税については，なお従前の例による。

第１条 狛江市税条例（平成３年条例第５号）の一部を次のよう

に改正する。

第36条の３の３第１項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢

16歳未満の者に限る」に改める。

付 則

（市民税に関する経過措置）

第２条 （略）

２ 新条例の規定中個人の市民税に関する部分は，令和６年度以

後の年度分の個人の市民税について適用し，令和５年度分まで

の個人の市民税については，なお従前の例による。

付 則

（施行期日）

第１条 この条例は，令和５年１月１日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に定める日から施行する。

(１) 第１条中狛江市税条例付則第10条の２第２項の改正規定 公布の日

(２) 第１条中狛江市税条例第33条第４項及び第６項，第34条の９第１項及び第２項，第36条の２第１項ただし書及び第２項，第53

条の７の改正規定並びに同条例付則第16条の３第２項，第20条の２第４項並びに第20条の３第４項及び第６項の改正規定並びに

第２条（狛江市税条例付則第２条第２項の改正規定に限る。）の規定 令和６年１月１日

(３) 第１条中狛江市税条例第18条の４第１項，第73条の２第１項及び第73条の３第１項の改正規定 民法等の一部を改正する法律

（令和３年法律第24号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日

（納税証明書に関する経過措置）

第２条 前条第３号に掲げる規定による改正後の狛江市税条例（以下「新条例」という。）第18条の４第１項（地方税法（昭和25年

法律第226号）第382条の４に係る部分に限る。）の規定は，同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第20条の10の規定によ

る証明書の交付について適用する。

（市民税に関する経過措置）
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第３条 第１条の規定による新条例第36条の３の２第１項の規定は，付則第１条第２号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び次

項において「施行日」という。）以後に支払を受けるべき新条例第36条の３の２第１項に規定する給与について提出する同項及び

同条第２項に規定する申告書について適用し，施行日前に支払を受けるべき第１条の規定による改正前の狛江市税条例（以下「旧

条例」という。）第36条の３の２第１項に規定する給与について提出した同項及び同条第２項に規定する申告書については，なお

従前の例による。

２ 新条例第36条の３の３第１項の規定は，施行日以後に支払を受けるべき所得税法（昭和40年法律第33号）第203条の６第１項に

規定する公的年金等（同法第203条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）につい

て提出する新条例第36条の３の３第１項に規定する申告書について適用し，施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出

した旧条例第36条の３の３第１項に規定する申告書については，なお従前の例による。

３ 付則第１条第２号に掲げる規定による新条例の規定中個人の市民税に関する部分は，令和６年度以後の年度分の個人の市民税に

ついて適用し，令和５年度分までの個人の市民税については，なお従前の例による。

（固定資産税に関する経過措置）

第４条 付則第１条第３号に掲げる規定による新条例第73条の２第１項（地方税法第382条の４に係る部分に限る。）の規定は，同

号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第382条の２の規定による固定資産課税台帳（同条第１項ただし書の規定による措置

を講じたものを含む。）の閲覧について適用する。

２ 付則第１条第３号に掲げる規定による新条例第73条の３第１項（地方税法第382条の４に係る部分に限る。）の規定は，同号に掲

げる規定の施行の日以後にされる同法第382条の３の規定による証明書（同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）

の交付について適用する。

提案理由

地方税法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）の施行に伴い、所要の改正を行うため。
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議案第 36 号

狛江市立公民館条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和４年８月29日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市立公民館条例の一部を改正する条例

狛江市立公民館条例（平成５年条例第33号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（使用料） （使用料）

第７条 公民館の施設及び陶芸窯の使用は有料とし，施設の使用

料は別表第２のとおりとし，陶芸窯の使用料は規則で定めると

おりとする。

第７条 公民館の施設及び陶芸窯の使用は有料とし，施設の使用

料は別表第２，陶芸窯の使用料は別表第３のとおりとする。

２ 法第20条に定める目的以外（以下「目的外」という。）に公

民館を使用する場合は有料とし，施設の使用料は別表第３のと

おりとし，付属設備及び備品の使用料は規則で定めるとおりと

する。

２ 法第20条に定める目的以外（以下「目的外」という。）に公

民館を使用する場合は有料とし，施設の使用料は別表第４，付

属設備の使用料は別表第５とし，備品の使用料は別表第６のと

おりとする。

３ （略） ３ （略）

（使用料の納入） （使用料の納入）

第８条 公民館の施設，付属設備及び備品の使用料は，使用を開

始する日までに納入しなければならない。

第８条 公民館の施設の使用料は使用の許可をする際に，陶芸窯

の使用料は使用当日までに納入しなければならない。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿２ 目的外に公民館の施設を使用する場合の使用料は使用の許可
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改 正 後 改 正 前

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

をする際に，付属設備及び備品の使用料は，使用当日までに納

入しなければならない。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 別表第３（第７条関係）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 狛江市立公民館陶芸窯使用料

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 使用料は，使用工程１台ごとに１回とする。

別表第３（第７条関係） 別表第４（第７条関係）

狛江市立公民館施設使用料（目的外） 狛江市立公民館施設使用料（目的外）

備考 各室の使用は，９時から12時まで，13時から17時まで及

び18時から21時30分までの１区分ごととし，各室の使用料

は，１区分ごとの使用料とする。

備考 各室の使用は，９時から12時まで，13時から17時まで及

び18時から21時30分までの１区分ごととし，各室の使用料

は，１区分ごとの使用料とする。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 別表第５（第７条関係）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 狛江市立西河原公民館付属設備使用料（目的外）

（単位：円）

名称 単位 使用料

狛江市立中央公民館

陶芸窯

素焼 600

本焼 800

狛江市立西河原公民

館陶芸窯

素焼 1,200

本焼 3,600

（略） （略）
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改 正 後 改 正 前

（単位：

円）

付属設備の名称 単位 使用料

反響板 １式 4,000

スクリーン １式 1,000

フットライト（60Ｗ） １列 700

アッパーホリゾントライト（200Ｗ） １列 800

ローホリゾントライト（150Ｗ） １列 800

ボーダーライト（150Ｗ） １列 700

サスペンションライト（500Ｗ） １灯 300

フロントサイドスポットライト（１Ｋ

Ｗ）

１灯 300

シーリングスポットライト（１ＫＷ） １灯 300

ピンスポットライト（１ＫＷ） １灯 500

スポットライト（500Ｗ） １灯 200

エフェクトマシーン（１ＫＷ） １式 1,300

舞台用スピーカー １式 2,000
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改 正 後 改 正 前

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

付属設備の使用料は，使用時間の区分ごとに１回の使用料とす

る。ただし，陶芸窯の使用料は，使用工程ごとに１回とする。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 狛江市立中央公民館付属設備使用料（目的外）

音響拡声器装置 １式 3,000

ビデオデッキ，モニターカメラ １式 2,000

映写機（多目的ホール） １台 3,000

七宝焼窯 １台 1,000

映写機（ポータブル） １式 1,000

陶芸窯 素焼 5,000

陶芸窯 本焼 15,000

ビデオ編集機 １式 3,000

（単位：

円）

付属設備の名称 単位 使用料

スクリーン １式 1,000

七宝焼窯 １台 1,000

映写機（ポータブル） １式 1,000
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改 正 後 改 正 前

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

付属設備の使用料は，使用時間の区分ごとに１回の使用料とす

る。ただし，陶芸窯の使用料は，使用工程ごとに１回１台とす

る。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 別表第６（第７条関係）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 狛江市立西河原公民館備品使用料（目的外）

陶芸窯 素焼 2,500

陶芸窯 本焼 3,400

（単位：

円）

備品の名称 単位 使用料 適要

所作台 １式 4,000

屏風 １双 1,000

演壇 １台 500 花置台付

指揮台 １台 200

譜面台 １台 100

平台 １台 200

箱馬 １台 50

花瓶 １器 200
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改 正 後 改 正 前

和太鼓 １式 600

ダイナミックマイク １本 500

ワイヤレスマイク １本 1,000

コンデンサーマイク １本 800

ステレオカセットラジ

オ

１台 100

ホール用簡易型移動式

アンプセット

１式 2,000 ワ イ ヤ レ

ス マ イ ク

２本含む

移動アンプ １式 500

レコードプレーヤー １台 800

ＣＤプレーヤー １台 500

ＤＶＤプレーヤー １台 500

カセットテープレコー

ダー

１台 500

グランドピアノ １台 3,000

アップライトピアノ １台 1,000
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改 正 後 改 正 前

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 備品の使用料は，使用時間の区分ごとに１回の使用料とする。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 狛江市立中央公民館備品使用料（目的外）

ビデオセット １式 600 33インチ

ビデオセット １式 500 29インチ

スタジオ型ビデオカメ

ラ

１台 2,000 ２台

ＣＤラジオカセット １台 200

ミラーボール １台 800

ＯＨＰ １式 500

スライドプロジェクタ

ー

１式 500

移動用黒板 １台 100

延長コード １本 100

持込器具 １台 200

（単位：

円）

備品の名称 単位 使用料 摘要
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改 正 後 改 正 前

譜面台 １台 100

ビデオセット １式 600 50インチ

33インチ

ダイナミックマイク １本 500

ワイヤレスマイク １本 1,000

移動アンプ １式 500

ＣＤプレーヤー １台 500

ＤＶＤプレーヤー １台 500

カセットテープレコー

ダー

１台 500

アップライトピアノ １台 1,000

ビデオセット １式 600 50インチ

ビデオセット １式 500 29インチ

ＯＨＰ １式 500

スライドプロジェクタ

ー

１式 500

延長コード １本 100
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改 正 後 改 正 前

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 備品の使用料は，使用時間の区分ごとに１回の使用料とする。

カラオケ機 １台 2,000

ホール用音響機器一式 １式 2,000 マ イ ク 含

む

付 則

この条例は，公布の日から施行し，この条例による改正後の狛江市立公民館条例の規定は，令和４年10月１日以降の使用に係る使

用料について適用する。ただし，第７条の改正規定は，令和４年12月１日から施行し，令和４年12月１日以降の使用に係る使用料に

ついて適用する。

提案理由

使用料の納入時期の整理を行い、また設備、備品を適切に整備及び更新し利用者の利便性の向上を図ることを目的に規則に委任す

ることに伴う所要の改正を行うため。
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議案第 37 号

狛江市高校生等の医療費の助成に関する条例

上記の議案を提出する。

令和４年８月29日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市高校生等の医療費の助成に関する条例

（目的）

第１条 この条例は、高校生等を養育している者に対し、高校生等に係る医療費の一部を助成することにより、高校生等の

保健の向上と健全な育成を図り、もって子育ての支援に資することを目的とする。

（用語の定義）

第２条 この条例において「高校生等」とは、15歳に達した日の翌日以後の最初の４月１日から18歳に達した日以後の最初

の３月31日までの間にある者をいう。

２ この条例において「高校生等を養育している者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(１) 高校生等を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

(２) 父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない高校生等を監護し、かつ、その生計を維持する者

(３) 高校生等が何人からも監護されておらず、狛江市（以下「市」という。）が必要と認める場合の当該高校生等本人

３ 前項第１号の場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である高校生等を監護し、かつ、これと生計を同じく

するときは、当該高校生等は、当該父又は母のうちいずれか当該高校生等の生計を維持する程度の高い者によって監護さ

れ、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

４ この条例でいう「父」には、母が、高校生等を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同

-115-



様の事情にあった者を含むものとする。

（対象者）

第３条 この条例により医療費の助成を受けることができる者（以下「対象者」という。）は、市の区域内に住所を有する

高校生等を養育している者であって、その者が養育する高校生等の疾病又は負傷について、国民健康保険法（昭和33年法

律第192号）その他規則で定める法令（以下「社会保険各法」という。）の規定により医療に関する給付が行われる者と

する。

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する高校生等を養育している者は、対象としない。

(１) 生活保護法（昭和25年法律第144号）による保護を受けている者

(２) 規則で定める施設に入所している者

(３) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者

（所得制限）

第４条 前条の規定にかかわらず、対象者の前年の所得（１月から９月までの場合は前々年の所得とする。）が、その者の

所得税法（昭和40年法律第33号）に規定する同一生計配偶者及び扶養親族（以下「扶養親族等」という。）並びに対象者

の扶養親族等でない児童で対象者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額

以上であるときは、当該所得のあった翌年の10月１日から１年間は対象者としない。

２ 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

（医療証の交付）

第５条 医療費の助成を受けようとする者は、養育する高校生等について、市長に申請し、規則で定めるところにより、こ

の条例による助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。

（助成の範囲）

第６条 市は、高校生等の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われ

た場合における医療費（健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額（当該法令の規定に基づきこ

れと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額）を超える額を除

く。）のうち、当該法令の規定によって高校生等に係る国民健康保険法による世帯主又は社会保険各法による被保険者そ

の他これに準ずるものが負担すべき額（病院又は診療所への入院及びその療養と併せて食事の提供たる療養（以下「入院

-116-



時食事療養」という。）を受けた場合については、当該法令の規定により負担すべき入院時食事療養費に係る食事療養標

準負担額（以下単に「食事療養標準負担額」という。）を除く。以下「対象者負担額」という。）から、別表に規定する

一部負担金相当額を控除した額を助成する。

２ 前項における助成は、他の法令等によって医療に関する給付を受けることができるときは、その給付の限度において行

わない。

（医療費の助成）

第７条 医療費の助成は、医療証の交付を受けた対象者（以下「対象者」という。）が、医療証（国民健康保険法又は社会

保険各法の規定によって高額療養費が支給される場合は、医療証及び規則で定める書類）を提示して、診療、薬剤の支給

又は手当を受けた場合に、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者（以下「病院等」という。）に対して、助成する額

を当該病院等に支払うことによって行う。

２ 前項の規定にかかわらず、市長が規則で定める特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の

助成を行うことができる。

（一部負担金相当額の支払方法）

第８条 前条第１項に規定する方法により医療費の助成を受ける対象者は、別表に規定する一部負担金相当額及び入院時食

事療養を受けた場合は食事療養標準負担額を、国民健康保険法又は社会保険各法及び厚生労働省令の規定の例により、病

院又は診療所に支払うものとする。

（届出義務）

第９条 対象者は、第５条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければなら

ない。

２ 対象者は、現況について、規則に定めるところにより毎年、現況届を市長に提出しなければならない。

３ 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたと

きは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所（氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨）並び

に被害の状況を、規則で定めるところにより、遅滞なく市長に届け出なければならない。ただし、同一の事由について、

対象者が既に届け出ている場合は、この限りでない。

（譲渡又は担保の禁止）
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第10条 対象者は、この条例による医療費の助成を受ける権利を、譲渡し、又は担保に供してはならない。

（損害賠償の請求権の譲渡）

第11条 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受け

たときは、規則で定めるところにより、その助成の額の限度において、対象者が当該助成事由に係る第三者に対して有す

る損害賠償の請求権を市に譲渡するものとする。

２ 対象者は、前項の規定により第三者に対して有する損害賠償の請求権を譲渡した場合は、規則で定めるところにより、

当該第三者にその旨を遅滞なく通知しなければならない。

（助成費の返還等）

第12条 市長は、医療費の助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者から当該助成を受けた額の全部

又は一部（第２号から第４号までの各号のいずれかに該当する場合にあっては、第三者の行為によって生じた疾病又は負

傷に係る医療費の助成の額を限度とする。）を返還させることができる。

(１) 偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けたとき。

(２) 第９条第３項の規定に違反して、同項の規定による届出を行わなかったとき。

(３) 前条第１項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡しなかったとき。

(４) 前条第２項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡した旨の通知を行わなかったとき。

２ 医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、対象者が第三者から同一の事由について損害賠償を受

けたときは、市長は、その額の限度において、医療費の助成を行わず、又は助成した医療費を返還させることができる。

（委任）

第13条 第３条、第４条、第５条、第７条、第９条及び第11条に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項

は、規則で定める。

付 則

（施行期日）

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。

（準備行為）

２ 医療証交付の申請、その他この条例を施行するために必要な準備行為については、この条例の施行前においても行うこ
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とができる。

（狛江市高校生世代の児童の医療費の助成に関する条例の廃止等）

３ 狛江市高校生世代の児童の医療費の助成に関する条例（令和３年条例第３号）は、廃止する。

４ 前項の規定にかかわらず、狛江市高校生世代の児童の医療費の助成に関する条例第６条から第８条までの規定は、令和

５年３月31日診療分までについて、なおその効力を有する。

別表（第６条関係）

（注）通院１回当たりの対象者負担額が200円に満たない場合にあっては、その満たない額

提案理由

高校生等に係る医療費の一部を助成するに当たり、必要な事項を定めるため。

区 分 一部負担金相当額

入院、調剤及び訪問看護に係る医療費 ０円

通院（施術を含む。）に係る医療費

（通院１回当たり）
200円
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議案第 38 号

狛江市廃棄物の再利用の促進及び処理に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和４年８月29日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市廃棄物の再利用の促進及び処理に関する条例の一部を改正する条例

狛江市廃棄物の再利用の促進及び処理に関する条例（平成６年条例第14号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

目次 目次

第２章 市長の基本的責務（第３条―第８条） 第２章 市長の基本的責務（第３条―第９条）

第３章 事業者の基本的責務（第９条） 第３章 事業者の基本的責務（第10条）

第４章 市民の基本的責務（第10条） 第４章 市民の基本的責務（第11条）

第５章 廃棄物の減量及び再利用等（第11条―第20条） 第５章 廃棄物の減量及び再利用（第12条－第26条）

第６章 適正処理困難物の抑制（第21条―第23条） 第６章 適正処理困難物の抑制（第27条―第29条）

第７章 一般廃棄物の適正処理等（第24条―第39条） 第７章 一般廃棄物の処理等（第30条―第45条）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第８章 産業廃棄物（第46条―第48条）

第８章 一般廃棄物処理手数料（第40条―第43条） 第９章 廃棄物処理手数料（第49条―第51条）

第９章 一般廃棄物処理業（第44条―第50条） 第10章 一般廃棄物処理業（第52条―第58条）

第10章 浄化槽清掃業（第51条―第54条） 第11章 浄化槽清掃業（第59条―第63条）

第11章 地域の生活環境（第55条―第60条） 第12章 地域の生活環境（第64条―第67条）

第12章 雑則（第61条―第64条） 第13章 雑則（第68条―第73条）

第13章 罰則（第65条） 第14章 罰則（第74条―第76条）
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改 正 後 改 正 前

（定義） （定義）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞ

れ当該各号に定めるところによる。

２ この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞ

れ当該各号に定めるところによる。

(１) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄

物をいう。

(１) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物

をいう。

(２)～(４) （略） (２)～(４) （略）

(５) 資源物 市長が行う廃棄物の収集において，再利用を目

的として分別して収集する廃棄物をいう。

(５) 資源物 再利用を目的として分別して収集する廃棄物を

いう。

（市長の基本的責務） （市長の責務）

第３条 （略） 第３条 （略）

２ 市長は，廃棄物の処理及び再利用の促進に関する事業の実施

に当たっては，施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能

率的な運営に努めなければならない。

２ 市長は，廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては，処

理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営を

しなければならない。

３ 市長は，第１項に規定する責務を果たすため，廃棄物の減

量，再利用の促進及び適正な処理に関する市民の自主的な活動

を支援するよう努めなければならない。

３ 市長は，廃棄物の減量，再利用の促進及び適正な処理に関す

る市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならな

い。

４ 市長は，廃棄物の減量，再利用の促進及び適正な処理に関す

る市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならな

い。

４ 市長は，廃棄物の減量，再利用の促進及び適正な処理に関す

る市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

５ （略） ５ （略）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （他の地方公共団体との協力）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第９条 市長は，廃棄物の減量，再利用の促進及び適正な処理に

関する事業の実施に当たって，必要と認めるときは，他の地方
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 公共団体と相互に協力し，又は調整を図らなければならない。

（事業者の基本的責務） （事業者の責務）

第９条 事業者は，廃棄物の発生を抑制し，再利用を促進するこ

と等により，廃棄物を減量しなければならない。

第10条 事業者は，廃棄物の発生を抑制し，再利用を促進するこ

とにより，廃棄物を減量しなければならない。

２ 事業者は，物の製造，加工，流通，販売等に際して，その製

品，容器等が廃棄物になった場合において，その適正な処理が

困難になることのないようにしなければならない。

２ 事業者は，物の製造，加工，販売等に際して，その製品，容

器等が廃棄物になった場合において，その適正な処理が困難に

なることのないようにしなければならない。

３ 事業者は，物の製造，加工，流通，販売等に際して，その製

品，容器等が廃棄物になった場合は，その回収に努めなければ

ならない。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿

４ 事業者は，その事業系廃棄物を単独に又は他の事業者と共同

して，自らの責任において適正に処理しなければならない。

３ 事業者は，その事業系廃棄物を単独又は他の事業者と共同し

て，自らの責任において適正に処理しなければならない。

５ 事業者は，廃棄物の減量，再利用の促進及び適正な処理の確

保に関し，市の施策に協力しなければならない。

４ 事業者は，廃棄物の減量，再利用の促進及び適正な処理につ

いて，市の施策に協力しなければならない。

（市民の基本的責務） （市民の責務）

第10条 市民は，家庭系廃棄物の発生を抑制し，再生品の使用，

不用品の活用等により再利用を図り，その生じた家庭系廃棄物

をなるべく自ら処理すること等により，家庭系廃棄物の減量に

努めなければならない。

第11条 市民は，再生品の使用若しくは不用品の活用を行うこと

により再利用を図り，廃棄物の発生を抑制し，その後生じた廃

棄物を自ら処分することにより，廃棄物の減量に努めなければ

ならない。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 市民は，廃棄物の減量のため排出者としての責任を明確にし

なければならない。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３ 市民は，自ら適正な排出及び分別をするとともに発生抑制と

排出抑制に努めなければならない。

２ 市民は，家庭系廃棄物の減量及び適正な処理に関し，市の施

策に協力しなければならない。

４ 市民は，廃棄物の減量，再利用の促進及び適正な処理につい

て，市の施策に協力しなければならない。

-122-



改 正 後 改 正 前

第５章 廃棄物の減量及び再利用等 第５章 廃棄物の減量及び再利用

（市長の減量義務） （市長の減量義務）

第11条 市長は，資源物の分別収集，廃棄物の処理施設での資源

の回収等を行うとともに，物品の調達に当たっては，再生品を

使用する等により，自ら再利用等による廃棄物の減量に努めな

ければならない。

第12条 市長は，資源物の分別収集及び廃棄物の処理施設での資

源の回収を行うとともに，物品の調達に当たっては，再生品を

使用する等により，自ら再利用による廃棄物の減量に努めなけ

ればならない。

（再利用等に関する計画） （市長の再利用に関する減量計画）

第12条 市長は，再利用等による廃棄物の減量を促進するため，

再利用等に関する計画を定めるものとする。

第13条 市長は，再利用等による廃棄物の減量を促進するため，

再利用に関する減量計画を定めるものとする。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （再利用に関する減量計画等の公表）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第14条 市長は，前条で規定する減量計画を定めた場合には，公

表するものとする。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 市長は，市民等が廃棄物の発生を抑制し，再利用を図り，廃

棄物の減量に努めた結果を公表するものとする。

（事業者の減量義務） （事業者の減量義務）

第13条 事業者は，物の製造，加工，流通，販売等に際して，長

期的に使用可能な製品の開発，製品の修理体制の確保等廃棄物

の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。

第15条 事業者は，物の製造，加工，販売等に際して，長期的に

使用可能な製品の開発，製品の修理体制の確保等廃棄物の発生

抑制及び排出抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。

２ （略） ２ （略）

３ 事業者は，物の製造，加工，流通，販売等に際して，再生資

源（資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第48

３ 事業者は，物の製造，加工，販売等に際して，再生資源（資

源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第48号）第
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号）第２条第４項に規定する再生資源をいう。）及び再生品を

利用するよう努めなければならない。

２条第４項に規定する再生資源をいう。）及び再生品を利用す

るよう努めなければならない。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （事業者の再利用に関する計画）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第16条 規則で定める事業者は，再利用等による廃棄物の減量を

促進するため，再利用に関する計画を定めるものとする。

（施設の利用） （施設の利用）

第14条 （略） 第17条 （略）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （資源回収業者への協力要請及び支援）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第18条 市長は，再利用を促進するため，資源回収等を業とする

事業者に必要な協力を求めるとともに，当該事業者を支援する

よう努めるものとする。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （再利用の容易性の自己評価）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第19条 事業者は，物の製造，加工，販売等に際して，その製

品，容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し，

再利用の容易な製品，容器等の開発を行うこと及びその製品，

容器等の再利用の方法についての情報を提供することにより，

その製品，容器等の再利用を促進しなければならない。

＿＿＿＿＿＿＿ （適正包装等）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第20条 事業者は，物の製造，加工，販売等に際して，自ら包

装，容器等に係る基準を設定する等により，その包装，容器等

の適正化を図り，廃棄物の発生の抑制に努めなければならな

い。
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＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 事業者は，物の製造，加工，販売等に際して，再び使用する

ことが可能な包装，容器等の普及に努め，使用後の包装，容器

等の回収策を講ずる等により，その包装，容器等の再利用の促

進を図らなければならない。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３ 事業者は，市民が商品の購入等に際して，当該商品について

適正な包装，容器等を選択できるよう努めるとともに，市民が

包装，容器等を不要とし，又はその返却をする場合には，その

回収等に努めなければならない。

（事業用大規模建築物の所有者等の義務） （事業用大規模建築物の所有者等の義務）

第15条 （略） 第21条 （略）

２ 事業用大規模建築物の所有者は，当該建築物から排出される

事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させる

ため，規則で定めるところにより，廃棄物管理責任者を選任

し，その旨を市長に届け出なければならない。

２ 事業用大規模建築物の所有者は，当該建築物から排出される

事業系廃棄物の減量，再利用の促進及び適正な処理に関する業

務を担当させるため，規則で定めるところにより，廃棄物管理

責任者を選任し，その旨を市長に届け出なければならない。

３～６ （略） ３～６ （略）

（改善勧告） （改善勧告）

第16条 市長は，事業用大規模建築物の所有者が前条第１項から

第３項までのいずれかの規定に違反していると認めるとき，又

は事業用大規模建築物の建設者が同条第６項の規定に違反して

いると認めるときは，当該事業用大規模建築物の所有者又は当

該事業用大規模建築物の建設者に対し，期限を定めて，必要な

改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができ

る。

第22条 市長は，事業用大規模建築物の所有者が前条第１項から

第３項までのいずれかの規定に違反していると認めるとき，又

は当該事業用大規模建築物の建設者が同条第６項の規定に違反

していると認めるときは，当該事業用大規模建築物の所有者又

は当該事業用大規模建築物の建設者に対し，期限を定めて，必

要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることがで

きる。

（公表） （公表）
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第17条 市長は，前条に規定する勧告を受けた事業用大規模建築

物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者がその勧告に従わ

なかったときは，その旨を公表することができる。

第23条 市長は，前条に規定する勧告を受けた事業用大規模建築

物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者がその勧告に従わ

ないときは，その旨を公表することができる。

２ （略） ２ （略）

（受入拒否） （受入拒否）

第18条 市長は，事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模

建築物の建設者が前条第１項の規定による公表をされた後にお

いて，なお，第16条に規定する勧告に係る措置をとらなかった

ときは，当該建築物から排出される事業系廃棄物の市長の指定

する処理施設への受入れを拒否することができる。

第24条 市長は，事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模

建築物の建設者が前条第１項の規定による公表をされた後にお

いて，なお，第22条に規定する勧告に係る措置をとらなかった

ときは，当該建築物から排出される事業系廃棄物の市長の指定

する処理施設への受入れを拒否することができる。

（市民の自主的行動） （市民の自主的行動）

第19条 市民は，資源物の分別を行うとともに，集団回収等の再

利用を促進するための自主的な活動に参加し，協力する等によ

り，廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならな

い。

第25条 市民は，資源物の分別を行うとともに，資源物集団回収

等の再利用を促進するための自主的な活動に参加し，協力する

等により，廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければな

らない。

（商品の選択等） （商品の選択）

第20条 市民は，商品を選択するに際しては，当該商品の内容及

び包装，容器等の材質等を自ら判断し，廃棄物の減量及び環境

保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

第26条 市民は，商品を選択するに際しては，当該商品の内容及

び包装，容器等を勘案し，廃棄物の減量及び環境保全に配慮し

た商品を選択するよう努めなければならない。

２ 市民は，商品の購入に伴い，不要となる物品がある場合に

は，事業者に対して下取り等を求めるように努めなければなら

ない。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿

（処理困難性の自己評価等） （処理困難性の自己評価等）
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第21条 事業者は，物の製造，加工，流通，販売等に際して，そ

の製品，容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性に

ついて，あらかじめ自ら評価し，適正な処理が困難にならない

ような製品，容器等の開発を行うこと，その製品，容器等に係

る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等

により，その製品，容器等が廃棄物となった場合において，そ

の適正な処理が困難となることのないようにしなければならな

い。

第27条 事業者は，物の製造，加工，販売等に際して，その製

品，容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性につい

て，あらかじめ自ら評価し，適正な処理が困難にならないよう

な製品，容器等の開発を行うこと，及びその製品，容器等に係

る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等

により，その製品，容器等が廃棄物となった場合において，そ

の適正な処理が困難となることのないようにしなければならな

い。

（適正処理困難物の製造等の抑制） （適正処理困難物の製造等の抑制）

第22条 事業者は，その製品，容器等が廃棄物となった場合にお

いて，その適正な処理が困難となる物（以下「適正処理困難

物」という。）については，その製造，加工，流通，販売等を

自ら抑制しなければならない。

第28条 事業者は，その製品，容器等が廃棄物となった場合にお

いて，その適正な処理が困難となる物（以下「適正処理困難

物」という。）については，その製造，加工，販売等を自ら抑

制しなければならない。

（事業者の下取り等の回収義務等） （事業者の下取り等の回収義務）

第23条 （略） 第29条 （略）

２ 前項に規定する適正処理困難物の製造，加工，流通，販売等

を行う事業者は，自らの責任においてその適正処理困難物を下

取り等により回収しなければならない。

２ 前項に規定する適正処理困難物の製造，加工，販売等を行う

事業者は，自らの責任でその適正処理困難物を下取り等により

回収しなければならない。

３・４ （略） ３・４ （略）

５ 前項の規定により命ぜられた回収について事業者がこれを履

行しない場合は，市長自ら当該適正処理困難物を回収し，又は

第三者をしてこれを回収させ，その費用を当該事業者から徴収

することができる。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第７章 一般廃棄物の適正処理等 第７章 一般廃棄物の処理等
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改 正 後 改 正 前

（家庭系廃棄物の処理） （家庭廃棄物の処理）

第24条 市長は，自らの責任において家庭系廃棄物を生活環境の

保全上支障が生じないうちに収集し，これを運搬し，及び処分

しなければならない。

第30条 市長は，自らの責任で家庭廃棄物を生活環境の保全上支

障が生じないうちに収集し，これを運搬し，及び処分しなけれ

ばならない。

２ 家庭系廃棄物を市長の指定する処理施設へ運搬しようとする

者は，規則で定める基準に従わなければならない。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（事業系廃棄物の処理） （事業系廃棄物の処理）

第25条 （略） 第31条 （略）

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿

２ 事業者は，廃棄物の処理に当たっては，再生，破砕，圧縮，

焼却，脱水等の処理を行うことにより，その減量を図らなけれ

ばならない。

（一般廃棄物処理計画） （一般廃棄物処理計画）

第26条 市長は，法第６条の規定により一般廃棄物の処理に関す

る計画（以下「一般廃棄物処理計画」という。）を定め，これ

を告示するものとする。

第32条 市長は，一般廃棄物の処理について，規則で定めるとこ

ろにより，一般廃棄物処理計画を定め，これを告示するものと

する。

２ 市長は，一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは，

その都度告示するものとする。

２ 前項に規定する計画に重要な変更があったときは，その都度

告示するものとする。

（一般廃棄物の処理） （一般廃棄物の処理）

第27条 市長は，一般廃棄物処理計画に従い，家庭系廃棄物を処

理しなければならない。

第33条 市長は，前条の規定により定めた計画に従い，家庭廃棄

物を処理しなければならない。

２ 市長は，家庭系廃棄物の収集，運搬及び処分に支障がないと

認めるときは，事業系一般廃棄物の収集，運搬及び処分を行う

ものとする。

２ 市長は，家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは，事

業系一般廃棄物の収集，運搬及び処分を行うものとする。
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３ （略） ３ （略）

（計画遵守義務） （計画遵守義務等）

第28条 土地又は建物の占有者（占有者がいない場合は，管理者

とする。以下「占有者」という。）は，その土地又は建物内の

家庭系廃棄物及び資源物を種類ごとに分別し，所定の場所に持

ち出す等一般廃棄物処理計画に従わなければならない。

第34条 土地又は建物の占有者（占有者がいない場合は，管理者

とする。以下「占有者」という。）は，その土地又は建物内の

家庭廃棄物を種類ごとに分別し，所定の場所に持ち出す等第32

条の規定により定められた計画に従わなければならない。

２ 占有者は，家庭系廃棄物を収納する袋等について，廃棄物が

飛散し，流出し，及びその悪臭が発生又は飛散しないようにす

るとともに，家庭系廃棄物を持ち出しておく所定の場所を常に

清潔にしておかなければならない。

２ 占有者は，家庭廃棄物を収納する容器について，廃棄物が飛

散し，流出し，及びその悪臭が発生又は飛散しないようにする

とともに，容器を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にして

おかなければならない。

（家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物の排出方法） （家庭廃棄物，事業系一般廃棄物等の排出方法）

第29条 占有者は，市長が収集，運搬及び処分を行う家庭系廃棄

物（粗大ごみ，し尿，資源物及び動物の死体を除く。）を排出

するときは，市長が指定する収集袋（以下「指定収集袋」とい

う。）を使用しなければならない。

第34条の２ 占有者は，市長の収集，運搬及び処分する家庭廃棄

物（粗大ごみ，し尿及び動物の死体を除く。）を排出するとき

は，第50条の２第１項の指定収集袋を使用しなければならな

い。

２ 事業者は，市長が収集，運搬及び処分を行う事業系一般廃棄

物（粗大ごみ，し尿，資源物及び動物の死体を除く。）を排出

するときは，指定収集袋を使用しなければならない。

２ 事業者は，市長の収集，運搬及び処分する事業系一般廃棄物

（粗大ごみ，し尿及び動物の死体を除く。）又は一般廃棄物と

併せて処理する産業廃棄物を排出するときは，第50条の２第１

項の指定収集袋を使用しなければならない。

３ （略） ３ （略）

（収集又は運搬の禁止等） （収集又は運搬の禁止等）

第30条 （略） 第34条の３ （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 第17条第２項の規定は，前項の規定による公表について準用５ 第23条第２項の規定は，前項の規定による公表について準用
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改 正 後 改 正 前

する。 する。

（狛江市行政手続条例の適用除外） （狛江市行政手続条例の適用除外）

第31条 （略） 第34条の４ （略）

（排出禁止物） （排出禁止物）

第32条 占有者は，市長が行う家庭系廃棄物の収集に際して，次

に掲げる家庭系廃棄物を排出してはならない。

第35条 占有者は，市長が行う家庭廃棄物の収集に際して，次に

掲げる家庭廃棄物を排出してはならない。

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略）

(３) 引火性及び爆発性のある物 (３) 引火性のある物

(４) （略） (４) （略）

(５) 容積及び質量の著しく大きい物 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(６) （略） (５) （略）

(７) 前各号に掲げるもののほか，家庭系廃棄物の処理を著し

く困難にし，又は家庭系廃棄物の処理施設の機能に支障が生

ずる物

(６) 前各号に掲げるもののほか，家庭廃棄物の処理を著しく

困難にし，又は家庭廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずる

物

２ 占有者は，前項各号に掲げる家庭系廃棄物を処分しようとす

るときは，市長の指示に従わなければならない。

２ 占有者は，前項各号に掲げる家庭廃棄物を処分しようとする

ときは，市長の指示に従わなければならない。

＿＿＿＿＿＿＿ （動物の死体）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿

第36条 占有者は，その土地又は建物内の動物の死体を自らの責

任で処分できないときは，遅滞なく市長に届け出て，動物の死

体をダンボール箱等に入れるなど，その指示に従わなければな

らない。

（動物の死体） ＿＿＿＿＿＿＿

第33条 犬，猫その他の動物の飼育者は，その飼育した動物の死＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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改 正 後 改 正 前

体を自らの責任において処理しなければならない。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 市長は，飼育者が不明な動物の死体の処理について市民から

申出があった場合は，速やかにこれを処理しなければならな

い。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

（改善勧告） （改善勧告）

第34条 市長は，占有者が第28条の規定に違反していると認める

ときは，その占有者に対し，期限を定めて，必要な改善その他

必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

第37条 市長は，占有者が第34条の規定に違反していると認める

ときは，その占有者に対し，期限を定めて，必要な改善その他

必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

（収集拒否） （収集拒否）

第35条 市長は，占有者が前条に規定する勧告に係る措置をとら

なかったときは，その措置の不履行期間中，当該家庭系廃棄物

の収集を拒否することができる。

第38条 市長は，占有者が前条に規定する勧告に係る措置をとら

なかったときは，当該家庭廃棄物の収集を拒否することができ

る。

（事業者の処理） （事業者の処理）

第36条 （略） 第39条 （略）

２ 事業者は，その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは，第

27条第３項に規定する規則で定める収集，運搬及び処分の基準

に従わなければならない。

２ 事業者は，その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは，第

33条第３項に規定する規則で定める収集，運搬及び処分の基準

に従わなければならない。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （事業系一般廃棄物保管場所の設置）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第40条 事業者は，その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保

管場所を設置しなければならない。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 前項に規定する保管場所は，規則で定める基準に適合するも

のでなければならない。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿３ 事業者は，その排出する事業系一般廃棄物を第１項に規定す
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ る保管場所に集めなければならない。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （事業者に対する中間処理等の命令）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第41条 市長は，事業者に対し，特に必要があると認めるとき

は，その事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理して排出する

よう命ずることができる。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 市長は，事業者に対し，その事業系一般廃棄物を規則で定め

る基準に従い，分別して排出するよう命ずることができる。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （一般廃棄物管理票）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第42条 規則で定める事業者は，事業系一般廃棄物を市長の指定

する処理施設に運搬する場合には，規則で定めるところによ

り，事業系一般廃棄物の種類，排出場所等を記載した一般廃棄

物管理票を市長に提出しなければならない。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

２ 前項に規定する事業者は，事業系一般廃棄物を他人に委託し

て市長の指定する処理施設に運搬させる場合には，当該受託者

に同項に規定する一般廃棄物管理票を交付しなければならな

い。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３ 前項に規定する受託者は，その受託した事業系一般廃棄物を

市長の指定する処理施設に運搬する場合には，同項に規定する

一般廃棄物管理票を市長に提出しなければならない。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿

４ 市長は，事業者が第１項に規定する一般廃棄物管理票を提出

しないとき，又は受託者が前項に規定する一般廃棄物管理票を

提出しないときは，当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否する

ことができる。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５ 前各項に規定するもののほか，一般廃棄物管理票の回付その

他必要な事項は，規則で定める。

-132-



改 正 後 改 正 前

（事業系一般廃棄物の受入拒否） （事業系一般廃棄物の受入拒否）

第37条 （略） 第43条 （略）

２ （略） ２ （略）

＿＿＿＿＿＿ （改善命令）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第44条 市長は，事業者が第39条第２項又は第40条の規定に違反

していると認めるときは，その事業者に対し，期限を定めて，

必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

（準用） （準用）

第38条 第27条第１項，第28条及び第30条から第34条までの規定

は事業系一般廃棄物の処理について準用する。

第45条 第33条第１項及び第34条から第37条までの規定は事業系

一般廃棄物の処理について準用する。

（大規模建築物及び中小規模建築物の廃棄物の保管場所の設

置）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

第39条 規則で定める大規模建築物又は中小規模建築物を建設し

ようとする者（以下「建設者」という。）は，その建築物又は

敷地内に廃棄物の保管場所及び保管施設（以下「保管場所等」

という。）を設置しなければならない。この場合において，建

設者は，当該保管場所等について，規則で定めるところによ

り，あらかじめ市長に届け出なければならない。

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 前項に規定する保管場所等は，規則で定める基準に適合する

ものでなければならない。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３ 市長は，第１項に規定する保管場所等について，建設者が前

２項の規定に違反すると認めるときは，当該建設者に対し，期

限を定めて，保管場所等の設置その他必要な措置を命ずること

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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ができる。 ＿＿＿＿＿

＿＿＿ ＿＿＿＿＿ 第８章 産業廃棄物

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第46条 市長は，一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支

障が生じない範囲内において，一般廃棄物と併せて処理するこ

とが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 市長は，前項に規定する一般廃棄物と併せて処理することが

必要と認める産業廃棄物の処理について，第32条に規定する計

画に含めるものとする。

＿＿＿＿＿＿ （処理命令）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第47条 市長は，一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支

障が生ずるおそれがあると認めたときは，一般廃棄物と併せて

処理する産業廃棄物を排出する事業者に対し，その産業廃棄物

の保管，運搬又は処分を命ずることができる。

＿＿＿＿ （準用）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第48条 第33条，第34条，第37条，第40条，第41条及び第44条

（第39条第２項の規定に違反したことによる改善命令に係るも

のを除く。）の規定は，一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄

物の処理について準用する。

第８章 一般廃棄物処理手数料 第９章 廃棄物処理手数料

（一般廃棄物処理手数料） （廃棄物処理手数料）

第40条 市長は，家庭系廃棄物を排出する占有者又は事業系一般第49条 市長は，廃棄物の処理に関し，占有者又は事業者から別
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廃棄物を排出する事業者から別表に定める一般廃棄物処理手数

料を徴収する。

表第１及び別表第２に定める廃棄物処理手数料を徴収する。

２ 既に納付した一般廃棄物処理手数料は，還付しない。ただ

し，市長は特別の理由があると認めるときは，その全部又は一

部を還付することができる。

２ 既に納付した手数料は，還付しない。ただし，市長は特別の

理由があると認めるときは，その全部又は一部を還付すること

ができる。

（手数料の算定） （手数料の算定）

第41条 市長は，前条に規定する一般廃棄物処理手数料（指定収

集袋で排出するものを除く。）について，その廃棄物の重量を

基準にして算定する。

第50条 市長は，前条に規定する廃棄物処理手数料（指定収集袋

で排出するものを除く。）について，その廃棄物の重量を基準

にして算定する。

２ （略） ２ （略）

（指定収集袋の交付） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第42条 市長は前条第１項に規定する一般廃棄物処理手数料（第

29条第１項又は第２項の規定により排出する廃棄物に係るもの

に限る。）をあらかじめ納付した者又は次条の規定により当該

一般廃棄物処理手数料を減免した者と規則で定める場合を除き

指定収集袋を交付する。

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （指定収集袋の交付）

＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第50条の２ 第49条第１項に規定する廃棄物処理手数料（指定収

集袋で排出するものに限る。）をあらかじめ納付した者又は次

条の規定による廃棄物処理手数料（指定収集袋で排出するもの

に限る。）の減免を受けた者に指定収集袋を交付する。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ２ 指定収集袋について必要な事項は，規則で定める。

（一般廃棄物処理手数料の減免） （手数料の減免）
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第43条 市長は，天災その他特別の理由があると認めるときは，

第40条第１項に規定する一般廃棄物処理手数料を減免すること

ができる。

第51条 市長は，天災その他特別の理由があると認めるときは，

第49条に規定する廃棄物処理手数料を申請により減免すること

ができる。

第９章 一般廃棄物処理業 第10章 一般廃棄物処理業

（業の許可） （業の許可）

第44条 （略） 第52条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 市長は，前２項の許可の申請が次の各号に適合していると認

めるときでなければ，前２項の許可をしてはならない。

３ 市長は，前２項の許可の申請が次の各号に適合していると認

めるときでなければ，前２項の許可をしてはならない。

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略）

(４) 申請者（申請者が法人であるときは，その業務を行う役

員を含む。）が次のいずれにも該当しないこと。

(４) 申請者（申請者が法人であるときは，その業務を行う役

員を含む。）が次のいずれにも該当しないこと。

ア 法第７条第５項第４号イからルまでの一に該当する者 ア 法第７条第３項第４号イからチまでの一に該当する者

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

イ この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反し，罰金

以上の刑に処せられ，その執行を終わり，又は執行を受け

ることがなくなった日から５年を経過しない者

イ （略） ウ （略）

ウ （略） エ （略）

４～６ （略） ４～６ （略）

（業の変更の許可） （業の変更の許可）

第45条 （略） 第53条 （略）

２ （略） ２ （略）

（処理基準） （処理基準）
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第46条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は，第

27条第３項に規定する規則で定める基準に従い，一般廃棄物の

収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

第54条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は，第

33条第３項に規定する規則で定める基準に従い，一般廃棄物の

収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

（遵守義務） （遵守義務）

第47条 （略） 第55条 （略）

（許可の取消し等） （業の取消し及び停止命令等）

第48条 市長は，一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処

分業者が次の各号のいずれかに該当するときは，その許可を取

り消し，又は期間を定めて，その事業の全部若しくは一部の停

止若しくは市長の指定する処理施設への搬入の停止を命ずるこ

とができる。

第56条 市長は，一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処

分業者がこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反する行

為をしたとき，又はこれらの者が第52条第３項第４号アからエ

までのいずれかに該当するに至ったときは，その許可を取り消

し，又は期間を定めて，その事業の全部若しくは一部の停止若

しくは市長の指定する処理施設への搬入の停止を命ずることが

できる。

(１) この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反する行為

（以下この号において「違反行為」という。）をしたとき，

又は他人に対して違反行為をすることを要求し，依頼し，若

しくは唆し，若しくは他人が違反行為をすることを助けたと

き。

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿

(２) その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第44

条第３項第３号に規定する基準に適合しなくなったとき。

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(３) 第44条第３項第４号アからウまでのいずれかに該当する

に至ったとき。

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿

(４) 第44条第５項の規定により当該許可に付した条件に違反

したとき。

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿
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（許可証の再交付） （許可証の再交付）

第49条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は，許

可証を紛失し，又は毀損したときは，規則で定めるところによ

り，直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。

第57条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は，許

可証を紛失し，又はき損したときは，規則で定めるところによ

り，直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。

（許可申請手数料） （許可申請手数料）

第50条 （略） 第58条 （略）

第10章 浄化槽清掃業 第11章 浄化槽清掃業

（業の許可） （業の許可）

第51条 （略） 第59条 （略）

２ （略） ２ （略）

＿＿＿＿＿＿＿ （変更の届出）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第60条 前条第１項の規定により許可を受けた者（以下「浄化槽

清掃業者」という。）は，申請の内容に変更があったときは，

規則で定めるところにより，市長に届け出なければならない。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （許可証の譲渡禁止等）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿

第61条 浄化槽清掃業者は，許可証を他人に譲渡し，又は貸与し

てはならない。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 浄化槽清掃業者は，次の各号の一に該当するときは，直ちに

市長に許可証を返納しなければならない。

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (１) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (２) 浄化槽清掃業を廃止したとき。

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (３) 浄化槽清掃業の許可の期間が満了したとき。
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（遵守義務） ＿＿＿＿＿＿

第52条 前条第１項の規定により許可を受けた者（以下「浄化槽

清掃業者」という。）は，次に掲げる事項を遵守しなければな

らない。

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿

(１) 許可証を事務所等の見やすい場所に掲示すること。 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(２) 許可証を他人に譲渡し，又は貸与しないこと。 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(３) 自己の名義をもって，他人にその営業をさせないこと。 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（許可証の再交付） （許可証の再交付）

第53条 浄化槽清掃業者は，許可証を紛失し，又は毀損したとき

は，規則で定めるところにより，直ちに市長に届け出て再交付

を受けなければならない。

第62条 浄化槽清掃業者は，許可証を紛失し，又はき損したとき

は，規則で定めるところにより，直ちに市長に届け出て再交付

を受けなければならない。

（許可申請手数料） （許可申請手数料）

第54条 （略） 第63条 （略）

第11章 地域の生活環境 第12章 地域の生活環境

（清潔の保持） （清潔の保持）

第55条 占有者は，土地又は建物及びそれらの周囲を清潔にし，

臭気の発散，病害虫の発生等により近隣に迷惑をかけることの

ないよう，相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努め

なければならない。

第64条 占有者は，土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保

ち，相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなけれ

ばならない。

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 土木工事，建築工事その他の工事を行う者は，工事に伴って

生じた土砂，がれき，廃材等を適正に管理して，公共の場所に

４ 土木建築等の工事を行う者は，工事に伴って生じた土砂，が

れき，廃材等を適正に管理して，公共の場所に当該物が飛散
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土砂等が飛散したり，流出したりしないようにしなければなら

ない。

し，又は流出する等によって生活環境の保全上支障が生ずるこ

とのないようにしなければならない。

（公共の場所の管理者の責務） （公共の場所の管理者責務）

第56条 （略） 第65条 （略）

（ごみの投げ捨て防止） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第57条 何人も空き缶，紙くず，プラスチックごみ，たばこの吸

い殻その他のごみを，回収容器又は定められた場所以外の場所

にみだりに廃棄（以下「投げ捨て」という。）してはならな

い。

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

２ 商品を製造し，又は販売する事業者は，容器及び包装の回収

のための容器を設置するなど投げ捨て防止に努めなければなら

ない。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿

（指導，助言等） ＿＿＿＿＿＿＿＿

第58条 市長は，第55条及び前条の規定に違反した者に対し，必

要な措置をとるよう指導，助言又は勧告を行うことができる。

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿ （空き地の管理）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第66条 空き地を所有し，又は管理する者は，その空き地にみだ

りに廃棄物が捨てられないように，その周囲に囲いを設ける等

適正に管理しなければならない。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 前項に規定する者は，その空き地に廃棄物が捨てられたとき

は，その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

（空き地の管理等） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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第59条 空き地の所有者，管理者及び占有者（以下「所有者等」

という。）は，付近住民の生活環境を保全し，かつ，犯罪若し

くは火災の発生又は害虫等による非衛生状態の発生を防止する

ため，その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように，そ

の周囲に囲いを設ける等不法投棄を防止する措置を講ずるよう

努め，当該空き地を適正に管理しなければならない。

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 所有者等は，その空き地に廃棄物が捨てられ，廃棄者の特定

と処理が困難な場合は，その廃棄物を自らの責任において適正

に処理しなければならない。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３ 市長は，前２項の規定に違反している所有者等に対し，適正

な管理を行うために必要な指導又は助言を行わなければならな

い。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿

（勧告，命令等） ＿＿＿＿＿＿＿＿

第60条 市長は，前条第１項の規定に違反して，その空き地の付

近住民の生活環境を著しく害していると認めるときは，所有者

等に対し，その空き地の雑草等を除去し，又は刈り取ることを

勧告し，又は命ずることができる。

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 市長は前項の命令を受けた者が，これを履行しないときは，

行政代執行法（昭和23年法律第43号）の規定により，自ら所有

者等のなすべき行為を行い，又は第三者にこれを行わせ，その

費用を当該所有者等から徴収することができる。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （不法投棄の防止）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第67条 市長は，廃棄物の不法投棄をされないようにするため，

市民及び事業者に協力を求めることができる。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿２ 市長は，廃棄物を不法投棄した者に対し，その廃棄物を自ら
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ の責任で処理させるものとする。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３ 市長は，廃棄物を不法投棄した者に代わってその廃棄物の処

理を行ったときは，その処理費用と事務費を不法投棄した者か

ら徴収することができる。

第12章 雑則 第13章 雑則

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第68条 規則で定める大規模建築物を建設しようとする者（以下

「大規模建設者」という。）は，その建築物又は敷地内に廃棄

物の保管場所及び保管設備（以下「保管場所等」という。）を

設置しなければならない。この場合において，大規模建設者

は，当該保管場所等について，規則で定めるところにより，あ

らかじめ市長に届け出なければならない。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 前項に規定する保管場所等は，規則で定める基準に適合する

ものでなければならない。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３ 市長は，第１項に規定する保管場所等について，大規模建設

者が前２項の規定に違反すると認めるときは，当該大規模建設

者に対し，期限を定めて，保管場所等の設置その他必要な措置

を命ずることができる。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿

４ 第１項に規定する建築物の占有者は，その建築物から排出さ

れる廃棄物を同項に規定する保管場所等に集めなければならな

い。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （中小建築物の廃棄物保管場所の設置）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第69条 規則で定める中小建築物を建設しようとする者（以下

「中小建設者」という。）は，その建築物又は敷地内に廃棄物

の保管場所を設置しなければならない。この場合において，中
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

小建設者は，当該保管場所について，規則で定めるところによ

り，あらかじめ市長に届け出なければならない。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 前項に規定する保管場所は，規則で定める基準に適合するも

のでなければならない。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿

３ 市長は，第１項に規定する保管場所について，中小建設者が

前２項の規定に違反すると認めるときは，当該建設者に対し，

期限を定めて，保管場所の設置その他必要な処置を命ずること

ができる。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

４ 第１項に規定する建築物の占有者は，その建築物から排出さ

れる廃棄物を同項に規定する保管場所に集めなければならな

い。

（報告の徴収） （報告の徴収）

第61条 市長は，法第18条第１項及び浄化槽法第53条第１項に規

定するもののほか，この条例の施行に必要な限度において，占

有者その他の関係者に対し，必要な報告を求めることができ

る。

第70条 市長は，法第18条第１項に規定するもののほか，この条

例の施行に必要な限度において，占有者その他の関係者に対

し，必要な報告を求めることができる。

（立入検査） （立入検査）

第62条 （略） 第71条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

（清掃指導員） （清掃指導員）

第63条 市長は，前条第１項の規定に定めるもののほか，次の事

項を担当させるため，清掃指導員を置く。

第72条 市長は，前条第１項の規定による立入検査並びに廃棄物

の減量，再利用の促進及び適正な処理に関する指導の職務を担

当させるため，規則で定めるところにより，清掃指導員を置

く。
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(１) 一般廃棄物の処理及び施設の維持管理に関する指導 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(２) 一般廃棄物の減量及び再利用に関する指導 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(３) その他市長が必要と認める事項 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（委任） （委任）

第64条 （略） 第73条 （略）

第13章 罰則 第14章 罰則

＿＿＿＿ （罰則）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿

第74条 次の各号の一に該当する者は，20万円以下の罰金に処す

る。

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (１) 第29条第４項の規定による命令に違反した者

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (２) 第34条の３第３項の規定による命令に違反した者

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(３) 第41条（第48条において準用する場合を含む。）の規定

による命令に違反した者

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(４) 第44条（第48条において準用する場合を含む。）の規定

による命令に違反した者

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (５) 第68条第３項の規定による命令に違反した者

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿

第75条 次の各号の一に該当する者は，３万円以下の罰金又は科

料に処する。

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (１) 第55条の規定に違反した者

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (２) 第68条第１項の規定による届出をしなかった者

＿＿＿＿＿＿ （両罰規定）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第76条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

他の従業者が，その法人又は人の業務に関し，前２条の違反行

為をしたときは，行為者を罰するほか，その法人又は人に対し

ても，各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

（罰則） ＿＿＿＿

第65条 第30条第３項の規定による命令に違反した者は，20万円

以下の罰金に処する。

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の

従業者が，その法人又は人の業務に関し，前項に規定する違反

行為をしたときは，行為者を罰するほか，その法人又は人に対

しても，同項に規定する罰金刑を科する。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

付 則 付 則

１ （略） １ （略）

（経過措置） （経過措置）

２ この条例の施行の際，現に一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃

業の許可を受けている者は，この条例の施行の日において第44

条第１項若しくは第２項又は第51条第１項の規定により許可さ

れた者とみなす。

２ この条例の施行の際，現に一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃

業の許可を受けている者は，この条例の施行の日において第52

条第１項若しくは第２項又は第59条第１項の規定により許可さ

れた者とみなす。

３ この条例の施行の際，現に提出されている一般廃棄物処理業

及び浄化槽清掃業の許可の申請は，この条例の施行の日におい

て第44条第１項若しくは第２項又は第51条第１項の規定により

なされた許可の申請とみなす。

３ この条例の施行の際，現に提出されている一般廃棄物処理業

及び浄化槽清掃業の許可の申請は，この条例の施行の日におい

て第52条第１項若しくは第２項又は第59条第１項の規定により

なされた許可の申請とみなす。

４ この条例の施行の際，現に提出されている一般廃棄物処理業

の変更の許可の申請は，この条例の施行の日において第45条第

１項の規定によりなされた変更の許可の申請とみなす。

４ この条例の施行の際，現に提出されている一般廃棄物処理業

の変更の許可の申請は，この条例の施行の日において第53条第

１項の規定によりなされた変更の許可の申請とみなす。

５ 削除 ５ この条例の施行の際，現に提出されている浄化槽清掃業の変
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更の届出は，この条例の施行の日において第60条の規定により

なされた変更の届出とみなす。

６ 付則第２項から第４項までに規定するもののほか，この条例

施行前に，改正前の狛江市廃棄物の処理および清掃に関する条

例の規定に基づきなされた処分，手続きその他の行為は，この

条例中に，これに相当する規定があるときは，この条例の規定

によってなされた処分，手続きその他の行為とみなす。

６ 付則第２項から第５項までに規定するもののほか，この条例

施行前に，改正前の狛江市廃棄物の処理および清掃に関する条

例の規定に基づきなされた処分，手続きその他の行為は，この

条例中に，これに相当する規定があるときは，この条例の規定

によってなされた処分，手続きその他の行為とみなす。

別表（第40条関係） 別表第１（第49条関係）

一般廃棄物処理手数料 廃棄物処理手数料

区分 対象 手数料

家 庭 系

廃棄物

第29条第１項の

規定により家庭

系廃棄物を排出

する占有者

ミニ袋５リットル１枚につき

10円

小袋 10リットル１枚につき

20円

中袋 20リットル１枚につき

40円

大袋 40リットル１枚につき

80円

臨時及び多量に

排出する占有者

１キログラムにつき

33円

粗大ごみ １品につき2,000円を限度とし

て，品目別に規則で定める額

事 業 系 第29条第２項の 中袋30リットル１枚につき

区分 対象 手数料

一

般

廃

棄

物

処

理

家庭

廃棄

物

第34条の２第１

項の規定により

家庭廃棄物を排

出する占有者

ミニ袋５リットル１枚につき

10円

小袋 10リットル１枚につき

20円

中袋 20リットル１枚につき

40円

大袋 40リットル１枚につき

80円

臨時及び多量に

排出する占有者

１キログラムにつき

33円

事業 第34条の２第２ 中袋30リットル１枚につき
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 別表第２（第49条関係）

＿＿＿＿＿＿＿＿ 粗大ごみ手数料表

一 般 廃

棄物

規定により一般

廃棄物を排出す

る事業者

166円

大袋45リットル１枚につき

250円

事業系一般廃棄

物（第29条第２

項で規定するも

のを除く。）を

排出する事業者

１キログラムにつき

42円

し 尿 処

理

くみ取り

水洗化未実施世

帯

屋内 １便槽１回につき

2,000円

屋外 １便槽１回につき

10,000円

し尿等臨時投入 １便槽１回につき

2,500円

動 物 処

理

動物の死体収集

処理

１頭につき

4,500円

動物の死体持込

処理

１頭につき

3,500円

系一

般廃

棄物

項の規定により

一般廃棄物を排

出する事業者

166円

大袋45リットル１枚につき

250円

事業系一般廃棄

物（第34条の２

第２項で規定す

る も の を 除

く。）を排出す

る事業者

１キログラムにつき

42円

し

尿

処

理

汲み

取り

水洗化未実施世

帯

屋内 １便槽１回につき

2,000円

屋外 １便槽１回につき

10,000円

処理 し尿等臨時投入 １便槽１回につき

2,500円

動

物

処

理

回収 動物の死体収集

処分

１頭につき

4,500円

持ち

込み

動物の死体処分 １頭につき

3,500円
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番号 品名 単価

（円）

電気・ガス・石油器具類

１ ミシン 800

２ 食器洗い乾燥機 1,000

３ 湯沸器 500

４ 風呂釜（浴槽は№55） 800

５ ガスオーブン 1,500

６ 石油・ガス・ストーブ 500

７ ファンヒーター（石油・ガス） 800

８ 扇風機・換気扇 300

９ 電気こたつ（板は№35） 300

10 ステレオセット類 1,500

11 スピーカー 500

12 プレーヤー 500

13 アンプ 500
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14 ビデオデッキ 500

15 電子レンジ 1,300

16 照明器具 300

17 ワープロ 500

18 削除

19 コピー機・ファックス 500

20 掃除機 300

21 小型電気類 300

家具・寝具類

22 たんす 1,000

23 本箱 1,000

24 食器棚・和食器棚 1,000

25 サイドボード 1,000

26 パイプハンガー 500

27 下駄箱・茶箱 500

28 カラーボックス・衣装箱 300
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29 テーブル・座卓 800

30 机 1,000

31 椅子・座椅子 500

32 ソファー（一人用） 500

33 ソファー（二人以上用） 1,000

34 鏡台 500

35 こたつ板 300

36 ベッド・二段ベッド（枠） 500

37 ベッドマット類 1,000

38 カーペット・電気カーペット 500

39 布団類・毛布・縫いぐるみ 300

40 ブラインド 300

趣味用具

41 スーツケース 500

42 楽器・楽器ケース 300

43 オルガン（幅110㎝以下） 1,800
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44 スキー板（ストック含む） 300

45 スキー靴 300

46 キャディバッグ 300

47 ゴルフクラブ（３本毎） 300

48 編み機 300

49 ぶらさがり健康機 800

50 トレーニング機 1,300

51 マッサージ機 1,500

52 卓球台 1,300

その他

53 調理台・ガス台等 1,300

54 ガスレンジ 300

55 浴槽（ステンレス・ポリ・木） 1,500

56 浴槽ふた 300

57 ガラス戸・板戸 500

58 米びつ 500
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59 襖・障子・網戸 300

60 額・人形ケース 300

61 一斗缶（18㍑～20㍑） 300

62 物置（２㎡未満解体済み） 2,000

63 波板・トタン板 300

64 物干し竿 300

65 水槽・ペット小屋 500

66 脚立 500

67 自転車 500

68 一輪車・三輪車 300

69 乳母車 500

付 則

（施行期日）

第１条 この条例は，令和５年４月１日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第２条 この条例による改正前の狛江市廃棄物の再利用の促進及び処理に関する条例の罰則の適用については，この条例の改正後も

なお従前の例による。

提案理由
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議案第 39 号

狛江市まちづくり条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和４年８月29日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市まちづくり条例の一部を改正する条例

狛江市まちづくり条例（平成15年条例第12号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（組織） （組織）

第10条 委員会の委員は，市民及び委員の権限に属する事項に関

し公正な判断をすることができ，かつ，まちづくりに関して優

れた識見を有する者のうちから市長が委嘱するもの10人以内を

もって組織する。

第10条 委員会は，委員15人以内をもって組織する。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿

２ 委員は，学識経験を有する者及び市民の中から市長が委嘱す

る。

（適用範囲） （適用範囲）

第33条 この節の規定は，市内で行われる次の各号に掲げる事業

（以下「開発等事業」という。）に適用する。ただし，建築基

準法（昭和25年法律第201号）第85条第５項に該当するものに

ついては，この限りでない。

第33条 この節の規定は，市内で行われる次の各号に掲げる事業

（以下「開発等事業」という。）に適用する。ただし，建築基

準法（昭和25年法律第201号）第85条第５項に該当するものに

ついては，この限りでない。

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略）
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(３) 建築基準法第42条第１項第５号に規定する道路の位置の

指定を伴うもの

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿

(４) （略） (３) （略）

（開発等事業の廃止） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第46条の２ 事業者は，事業を廃止しようとするときは，規則で

定めるところにより廃止届を市長に対し提出するとともに，近

隣住民に周知しなければならない。

＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 市長は，事業者が届出書を提出した日から２年を経過しても

なお，自己の都合により第42条第１項に規定する協定の締結を

しない場合には，当該開発等事業を廃止したものとみなす。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（完了検査） （完了検査）

第48条 （略） 第48条 （略）

２ 事業者は，規則で定めるところにより開発等事業確認書又は

検査済証を交付するまでは，当該開発等事業により造成される

土地，建築される建築物，設置される施設又は工作物の使用を

開始してはならない。ただし，市長がやむを得ないと認める場

合には，この限りでない。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（大規模開発等事業） （大規模開発等事業）

第56条 次の各号に掲げる事業を大規模開発等事業という。 第56条 次の各号に掲げる事業を大規模開発等事業という。ただ

し，法第12条の５第２項第１号に規定する地区整備計画が策定

されており，かつ，狛江市地区計画の区域内における建築物の

制限に関する条例（平成13年条例第19号）に基づく地区内で行

われる事業については，この限りでない。

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略）
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２ （略） ２ （略）

３ 前項の規定にかかわらず，法第12条の５第２項第１号に規定

する地区整備計画が策定されており，かつ，狛江市地区計画の

区域内における建築物の制限に関する条例（平成13年条例第19

号）に基づく地区内で行われる事業については，協議の上，市

長が認める場合は省略することができる。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４ 第２項の規定による届出に係る書類（以下「大規模開発等事

業構想届出書」という。）は，次の各号に掲げる場合におい

て，当該各号に定める時期までに届け出るものとする。

３ 前項の規定による届出に係る書類（以下「大規模開発等事業

構想届出書」という。）は，次の各号に掲げる場合において，

当該各号に定める時期までに届け出るものとする。

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略）

５ （略） ４ （略）

（大規模開発等事業構想の廃止） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第65条の２ 事業者は，条例第56条第２項の規定により提出した

大規模開発等事業構想を廃止するときは，規則に定めるところ

により廃止届を市長に対し提出するとともに，近隣住民に周知

しなければならない。

＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 市長は，事業者が自己の都合により大規模開発等事業構想を

提出した日から２年を経過してもなお次条に規定する通知書を

交付できない場合には，当該開発等事業を廃止したものとみな

す。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿

（小規模開発等事業） （小規模開発等事業）

第67条 次の各号に掲げる事業を小規模開発等事業という。 第67条 次の各号に掲げる事業を小規模開発等事業という。

(１) （略） (１) （略）

(２) 前号の規定に該当しない延べ面積が300平方メートル以

上500平方メートル未満の建築（併用住宅を含む。）。ただ

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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改 正 後 改 正 前

し，一戸建て住宅を除く。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(３) （略） (２) （略）

(４) 事業施行面積300平方メートル以上500平方メートル未満

の宅地開発事業（主として住宅の供給を目的とする土地の分

割又は区画形質の変更をいう。）

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(５) （略） (３) （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

（一団の土地において２以上のまちづくり案件を行う場合の特

例）

（一団の土地において２以上の開発等事業等を行う場合の特

例）

第72条 行おうとする事業が次に掲げる土地において，同時（事

業中のものを含む。）又は規則で定める期間に引き続き行うま

ちづくり案件であるときは，同一の事業とみなす。ただし，市

長が同一の事業とみなすことが適当でないと認めるときは，こ

の限りでない。

第72条 次の各号のいずれにも該当する２以上の開発等事業，大

規模開発等事業又は小規模開発等事業（以下「開発等事業等」

という。）は，同一の事業とみなす。ただし，市長が同一の事

業とみなすことが適当でないと認めるときは，この限りでな

い。

(１) 同一敷地等一体的利用がなされていた土地 (１) 次のいずれかに該当する土地の全部又は一部において，

同時に又は引き続き行う開発等事業等であって，全体として

一体的な土地の利用をし，又は一体的な土地の造成を行うこ

とが見込まれるもの

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ア 同一敷地等一体的利用がなされていた土地

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ イ 土地所有者が同一又は同一であった土地

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ウ 隣接した土地において，同一の事業主又は規則で定める

関連性が認められる事業主が行う開発等事業等

(２) 土地所有者が同一又は同一であった土地 (２) 隣接した開発等事業等から３年以内に行われるもの

(３) 同一の事業主又は規則で定める関連性が認められる事業

主が行うまちづくり案件

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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改 正 後 改 正 前

（勧告） （勧告）

第76条 市長は，事業者又は工事施行者（以下「事業者等」とい

う。）が次の各号のいずれかに該当するときは，当該事業者等

に対し，期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することが

できる。

第76条 市長は，事業者又は工事施行者（以下「事業者等」とい

う。）が次の各号のいずれかに該当するときは，当該事業者等

に対し，期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することが

できる。

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略）

(３) 第48条第２項の規定に違反して，開発等事業により造成

される土地，建築される建築物，設置される施設又は工作物

の使用を開始したとき。

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(４) （略） (３) （略）

(５) （略） (４) （略）

付 則

（施行期日）

１ この条例は，公布の日から施行する。ただし，第33条，第48条第２項，第67条，第72条及び第76条の改正規定は，令和５年４月

１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際，現に狛江市まちづくり委員会の委員に委嘱されている者の任期中の組織は，改正後の第10条の規定にかか

わらず，なお従前の例による。

提案理由

まちづくり案件の適用範囲の見直し等に伴い、所要の改正を行うため。
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議案第 40 号

狛江市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和４年８月29日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

狛江市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成13年条例第19号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（建築物の用途の制限） （建築物の用途の制限）

第３条 建築物の用途の制限については，地区整備計画区域に係

る地区整備計画において区分された地区（以下「計画地区」と

いう。）の区分に応じて別表第２，別表第３，別表第４，別表

第５及び別表第６建築物の用途の制限の項に掲げるところによ

る。

第３条 建築物の用途の制限については，地区整備計画区域に係

る地区整備計画において区分された地区（以下「計画地区」と

いう。）の区分に応じて別表第２，別表第３，別表第４及び別

表第５建築物の用途の制限の項に掲げるところによる。

（建築物の敷地面積の最低限度） （建築物の敷地面積の最低限度）

第６条 建築物の敷地面積は，計画地区の区分に応じて別表第

２，別表第３，別表第４，別表第５及び別表第６建築物の敷地

面積の最低限度の項に掲げる数値以上でなければならない。

第６条 建築物の敷地面積は，計画地区の区分に応じて別表第

２，別表第３，別表第４及び別表第５建築物の敷地面積の最低

限度の項に掲げる数値以上でなければならない。

２～４ （略） ２～４ （略）

（壁面の位置の制限） （壁面の位置の制限）
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改 正 後 改 正 前

第７条 建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下「外壁等」とい

う。）の面から，道路境界線又は隣地境界線までの距離は，計

画地区の区分に応じて別表第２，別表第３，別表第４及び別表

第６壁面の位置の制限の項に掲げる数値以上でなければならな

い。

第７条 建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下「外壁等」とい

う。）の面から，道路境界線又は隣地境界線までの距離は，計

画地区の区分に応じて別表第２，別表第３及び別表第４壁面の

位置の制限の項に掲げる数値以上でなければならない。

（建築物の高さの最高限度） （建築物の高さの最高限度）

第８条 建築物の高さは，地盤面（法第52条第４項で規定する地

盤面と同じ。）から計画地区の区分に応じて別表第２，別表第

３，別表第４，別表第５及び別表第６建築物等の高さの最高限

度の項に掲げる数値を超えてはならない。ただし，暫定容積率

及び目標容積率が定めてあり，かつ法第68条の４の規定により

認定され，目標容積率を適用されることとなった場合は，この

限りでない。

第８条 建築物の高さは，地盤面（法第52条第４項で規定する地

盤面と同じ。）から計画地区の区分に応じて別表第２，別表第

３，別表第４及び別表第５建築物の高さの最高限度の項に掲げ

る数値を超えてはならない。ただし，暫定容積率及び目標容積

率が定めてあり，かつ法第68条の４の規定により認定され，目

標容積率を適用されることとなった場合は，この限りでない。

２ （略） ２ （略）

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

番

号
名称 区域

（略）

４

調布都市計画一中

通り沿道地区地区

整備計画区域

調布都市計画一中通り沿道地区地

区計画の区域のうち，地区整備計

画が定められた区域

５ 調布都市計画国領 調布都市計画国領町八丁目・和泉

番

号
名称 区域

（略）

４

調布都市計画一中

通り沿道地区地区

整備計画区域

調布都市計画一中通り沿道地区地

区計画の区域のうち，地区整備計

画が定められた区域
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改 正 後 改 正 前

別表第６（第３条，第６条－第８条関係） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

調布都市計画国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区整備

計画区域

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿

町八丁目・和泉本

町四丁目周辺地区

地区整備計画区域

本町四丁目周辺地区地区計画の区

域のうち，地区整備計画が定めら

れた区域

計画地区の

区分
医療福祉・文教地区

建築物の用

途の制限

建築することができる建築物

１ 病院又は診療所（患者の収容施設がある

ものに限る。）

２ 福祉施設その他これに類するもの

３ 大学，高等専門学校，専修学校その他こ

れらに類するもの

４ 店舗又は飲食店でその用途に供する部分

の床面積の合計が500平方メートル以内のも

の（３階以上の部分をその用途に供するも

のを除く。）

５ 第１項から第３項までに付属するもの

６ 病院，診療所，大学，高等専門学校又は

専修学校の運営に必要な建築物で市長がや

むを得ないと認めるもの

建築物の敷

地面積の最

5,000平方メートル

-161-



改 正 後 改 正 前

低限度

壁面の位置

の制限

１ 国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区

地区計画図３に表示する１号壁面は，道路

境界線又は都市計画道路の計画線から2.5メ

ートル以上後退しなければならない。

２ 国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区

地区計画図３に表示する４号壁面は，道路

境界線又は都市計画道路の計画線から7.5メ

ートル以上後退することとし，地盤面から

の高さが15.0メートルを超える建築物の部

分は，道路境界線又は都市計画道路の計画

線から14.0メートル以上後退しなければな

らない。ただし，次の各号に掲げる建築物

の部分については，この限りでない。

(１) 外壁で囲われていない軽微な構造で

作られた屋外避難階段

(２) 外壁で囲われていない軽微な構造で

作られた避難バルコニー

(３) 給気口，免震装置及び地上開口部の

安全上必要な手すり

３ 国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区

地区計画図３に表示する５号壁面は，隣地

境界線から4.0メートル以上後退することと

し，地盤面からの高さが5.0メートルを超え

る建築物又は建築物の部分は，隣地境界線

から6.0メートル以上後退しなければならな
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改 正 後 改 正 前

い。

建築物等の

高さの最高

限度

１ 建築物の各部分の高さ（地盤面からの高

さによる。）は，当該部分から前面道路の

反対側の境界線又は隣地境界線までの真北

方向の水平距離が8.0メートル以内の範囲に

あっては当該水平距離の1.25倍に5.0メート

ルを加えたもの以下とし，真北方向の水平

距離が8.0メートルを超える範囲にあっては

当該水平距離から8.0メートルを減じたもの

の0.6倍に15.0メートルを加えたもの以下と

する。

２ 建築物の地盤面からの高さ（絶対高さ）

は25.0メートル以下とする。

３ 前項の規定は，国領町八丁目・和泉本町

四丁目周辺地区地区計画図４に表示する高

さの最高限度を定める区域Ａにおいては

37.5メートル以下，高さの最高限度を定め

る区域Ｂにおいては15.0メートル以下，高

さの最高限度を定める区域Ｃにおいては5.0

メートル以下とする。

付 則

この条例は，公布の日から施行する。

提案理由

国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画の決定に伴い、地区整備計画区域を加えるため。
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認定第 １ 号

令和３年度狛江市一般会計決算の認定について

上記の議案を別冊のとおり提出する。

令和４年８月29日

報告者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定による。
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認定第 ２ 号

令和３年度狛江市国民健康保険特別会計決算の認定について

上記の議案を別冊のとおり提出する。

令和４年８月29日

報告者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定による。
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認定第 ３ 号

令和３年度狛江市後期高齢者医療特別会計決算の認定について

上記の議案を別冊のとおり提出する。

令和４年８月29日

報告者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定による。
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認定第 ４ 号

令和３年度狛江市介護保険特別会計決算の認定について

上記の議案を別冊のとおり提出する。

令和４年８月29日

報告者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定による。

-167-



認定第 ５ 号

令和３年度狛江市駐車場事業特別会計決算の認定について

上記の議案を別冊のとおり提出する。

令和４年８月29日

報告者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定による。
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認定第 ６ 号

令和３年度狛江市下水道事業会計決算の認定について

上記の議案を別冊のとおり提出する。

令和４年８月29日

報告者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第４項の規定による。
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